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【開催日】 平成３０年３月１５日 

【開催場所】 第２委員会室 

【開会・散会時間】 午前９時～午後２時１８分 

【出席委員】 
 

分科会長 中 村 博 行 副分科会長 岡 山  明 

委 員 奥   良 秀 委 員 河 﨑 平 男 

委 員 水 津  治 委 員 中 岡 英 二 

委 員 藤 岡 修 美   

 

【欠席委員】 

なし 

【分科会委員外出席議員等】 
 

議 長 小 野  泰 副 議 長 矢 田 松 夫 
 

【執行部出席者】 
 

副市長 古 川 博 三 産業振興部長 河 合 久 雄 

産業振興部次長

兼農林水産課長 
髙 橋 敏 明 商工労働課長 白 石 俊 之 

商工労働課課長

補佐 
山 本 修 一 

商工労働課主査

兼交通政策係長 
工 藤  歩 

商工労働課商工

労働係長 
福 田 智 之 

小野田勤労青少

年ホーム兼山陽

勤労青少年ホー

ム主査 

日 浦  操 

観光課長 矢 野  徹 
観光課観光振興

係長 
安 藤 知 恵 

農林水産課技監 山 﨑 誠 司 
農林水産課主査

兼耕地係長 
銭 谷 憲 典 
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農林水産課農林

係長 
平  健 太 郎 

農林水産課水産

係長 
和 田 英 樹 

農業委員会事務

局長 
幡 生  隆 太 郎 

 

【事務局出席者】 
 

局 長 中 村   聡 書  記 梅 野 貴 裕 
 

【審査事項】 

１ 議案第１６号 平成３０年度山陽小野田市一般会計予算について（産業建

設分科会所管部分） 

 

 

午前９時開会 

 

中村博行分科会長 おはようございます。定刻になりましたので、ただいまよ

り一般会計予算決算常任委員会の産業建設分科会を開催いたします。 

早速審査に入りたいと思います。それでは、１番の議案第１６号、平成

３０年度山陽小野田市一般会計予算について、審査番号①番、５款労働

費から入ります。最初に、審査事業がありますので、３１番の審査事業、

資料の１２７ページから１３２まで。これについて、まず、説明を求め

たいと思います。 

 

白石商工労働課長 審査番号３１番、子育て女性等就職応援事業について説明

いたします。１２７ページをお開きください。本事業は、平成２７年度

からの継続事業ですので、平成２８年度の事務事業調書を資料として添

付しております。本事業は、結婚、出産等による離職から再就職を希望

する女性を対象とし、就業再開に必要な知識、技能を習得できる機会を

提供し、地元事業所で就業できるように支援を行うものです。また、託

児サービスの提供など、子育て女性に配慮し、参加しやすい環境も整え

ております。支出内訳ですが、全額委託料２５０万円で、平成２８年度
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につきましては、地域づくり推進事業助成金１００万円を充当すること

としております。成果指標でございますが、研修生の３月末時点の就業

率を８０％としておりまして、２７年度は９０％で目標を達成し、２８

年度は７７.８％で目標値を若干下回る結果となっております。１３２ペ

ージを御覧ください。平成２９年３月３１日時点での２７年度、２８年

度の実績を載せております。２７年度は９人中９人の就業で１００％と

なっております。対象、手段、意図等でございますが、女性の就業の場

づくりの推進や雇用支援は総合戦略に掲げる事業であり、妥当性、有効

性、効率性のあるものと評価をしております。課題といたしましては、

事業受託者による１０年間のアフターフォロー期間はあるものの、委託

期間内で目標とする就業率をクリアすることができなかったこと、また、

定員を１５名としておりましたが、平成２７年度受講者は１１名となっ

ており、より効果的な周知方法の検討や受講対象者を近隣の市民などに

広げるなど、今後は幅広く募る取組が必要であると考えております。今

後の方向性ですが、総合戦略に掲げる事業であり、計画どおり進めるこ

とが適当であると判断し、平成３０年度も引き続き実施することといた

しております。１３０ページ、１３１ページには、今年度の本事業の周

知を図るためのチラシコピーを掲載しております。研修期間や対象者、

説明会情報等を前面に、裏面には本事業の研修等の具体的な内容、選考

会の日時・場所等を掲載し、申込書と兼ねるものとしております。なお、

このチラシにつきましては、周知のため、公共施設のほか、商業施設、

市内の小学校、保育園、幼稚園、ハローワーク宇部等に配布をしておる

ところです。以上で説明を終わります。審議のほど、よろしくお願いい

たします。 

 

中村博行分科会長 説明が終わりましたので、質疑を求めます。 

 

河﨑平男委員 この事業についてお聞きしますが、委託先は何社でどのような

選定をされていますか。 
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白石商工労働課長 事業者を募集いたしまして、プロポーザルによる事業選定

を行うこととしております。ちなみに、昨年度は１社の応募でした。 

 

河﨑平男委員 研修生の就業率で大体８割ということですが、就業された業種

は、何が一番多いですか。 

 

白石商工労働課長 平成２７年度から御報告させていただきます。２７年度は、

事務が５名、接客が３名、製造が１名。２８年度は介護・福祉職が３名、

事務が３名、製造が１名、販売が２名。ちなみに事業は３月３１日まで

ですが、平成２９年度は今のところ、接客が２名、事務が１名というこ

とが内定しているという報告を受けております。 

 

藤岡修美委員 このチラシを見て、託児付きですごくいい、中身もいい研修の

ような気がしますが、定員１５に対して受講者数が少ないというのは、

どの辺に問題があるとお考えですか。 

 

白石商工労働課長 研修に参加された方に聞きますと大変満足されている結果

となっていますが、だんだん減ってきておりますのは、最近の雇用の状

況、１２月末で有効求人倍率も１.６３倍になっておりまして、その辺が

大きく作用しているのかなと思っております。 

 

中村博行分科会長 要は、普通に就職できる機会が多くなったということで、

改めてこういう機関を利用しなくてもいいということですね。 

 

白石商工労働課長 そうです。 

 

岡山明副分科会長 研修期間は１日４時間、１５日間ということですが、これ

で修了という形ですか。 

 

白石商工労働課長 やり方についてはいろいろと検討をしましたが、こちらに
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参加されている方が子育て中ということもありまして、余り長期間縛る

こともできないということもありますし、時間も丸一日というのでなく

て、集中的にできるというような形で１日４時間、その間、託児等をし

ていただいて、これを１５日間ということで、座学研修、一般的なマナ

ーとか実践のパソコンとか、あとモチベーションを上げていただいて、

希望する職種等への職場体験実習を５日間していただくというような流

れでやっています。 

 

岡山明副分科会長 では、１５日間で全部完結してしまうという状況ですか。

例えば２８年であれば１１人の方が１５日間、月に何回かあると思いま

すが、１１人、９人のメンバーという状況ですか。 

 

白石商工労働課長 この研修自体は１５日間やっておりますが、先ほど説明も

させていただきましたように、この受託事業者が１０年間のアフターフ

ォローという体制をとられておりまして、就職等を希望される方で就業

が決まっていらっしゃらなければ、引き続きアフターフォローをしてい

ただいております。実際、現在と夏頃では、また就職率がアップしてい

るというのが現状です。 

 

岡山明副分科会長 １０年間のアフターフォローがある形で、例えば１年目に

１５日の途中で、子どもや家庭の事情でやめたという方も結構いらっし

ゃると思います。そういう半月通う途中に何らかの事情でやめられた

方々に対してのアフターフォローはどうなっていますか。 

 

工藤商工労働課主査 ３年度事業をやっておりまして、期間の途中で受講をや

められた方は、現在のところいらっしゃいません。受講された方につい

ては先ほど課長が申したとおりで、就職が決定するまで、また就職後に

一旦離職された後のフォローというところまで委託業者のほうで対応し

ていただいているという状況です。 
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岡山明副分科会長 では、１回この研修を受ければ、極端な話ですけど１０年

間就職していなければ、その間は委託業者のほうに就職口ないかという

お願いができるということですか。 

 

工藤商工労働課主査 相談されれば、相談に乗って、アドバイスをいただける

体制だと聞いております。 

 

中村博行分科会長 総合計画の審査のときにも、女性の就業ということが焦点

になっていました。受講者を獲得するために近隣市の市民まで広げると

いうようなことが課題の中にありますが、何か具体的な努力はされてい

ますか。 

 

白石商工労働課長 基本的に、ハローワーク等とも相談が多いということで、

今までは、これ、単市事業というか、１００％市の税金等を投入してお

るもので、市外の方も対象とは思っておりますが、条件のほうが、市外

の方については市内の事業所就職希望の方ということで、その条件をお

示ししながら相談された方等に周知といいますか、説明会等においても

そのような説明をさせていただいておるところです。 

 

中岡英二委員 すごくいい事業とは思いますが、平成２７年度の市内の就職率

が５６％、２８年度が４３％ということで余りにも少ないのではないか

なと思います。その辺はどのようにお考えですか。 

 

白石商工労働課長 市内の事業所に就職していただきたいというのが一番です

が、市民の方が希望する職種が市外であれば、市内に引き続き住んでい

ただきながらも働いていただくということで、そちらのほうにも就職し

ていただいているということです。率にしては、もうちょっと上げてい

きたいなとは思っておりますけど、そういうのが現状です。 

 

中岡英二委員 募集かけるときは、どのように案内されていますか。市外でも、
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市内でも、就職はどこでもいいという形ですか。 

 

白石商工労働課長 一次は市内の事業所ということですけど、市民の方につい

ては市外でも一応可能ということで募集しております。 

 

岡山明副分科会長 出産のメンバーもいらっしゃると思いますが、研修期間中

の子どもに関する対応についてはどのような配慮をしていますか。 

 

白石商工労働課長 小さなお子様がいらっしゃる方につきましては、託児つき

ということで、託児を行っている事業者に預ける。それはあっせん等を

いたしまして、託児費用をこの委託料の中で全額負担をしているという

ことです。 

 

中岡英二委員 研修期間が１月１８日から２月８日とありますが、募集の人数

を増やすために、それを変更するお考えはありませんか。 

 

白石商工労働課長 時期的に４月からの就職希望が多いという方もいらっしゃ

いますし、近隣の同時の事業等を考えまして、重ならないようにという

ことでこのたびは募集期間をちょっと長めにとらせていただきました。

事業自体については大体例年どおりと同じような形でさせていただいた

ところです。 

 

中岡英二委員 そういう考えもあると思いますが、４月には新卒者が入ります

よね。仮に新卒者が辞めた後とかが、６月、７月にもあると思います。

むしろ、４月のほうが就職しにくいのではないかと思います。 

 

白石商工労働課長 決まられた方につきましては、もうこの修了後、３月で入

っていらっしゃるとかいうところもございますし、また３０年度事業に

ついてはあり方等も検討をしていかなければいけないと思っております

ので、その辺も含めまして研究させていただきたいと思います。 
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中岡英二委員 すごくいい事業だと思いますので、是非とも募集人数を超える

ような希望者があったらいいなと思います。よろしくお願いします。 

 

中村博行分科会長 今のことに関して、年１回こういう期間を設けられている

ということで、別の期間を設けられたらどうかという含みがあるのでは

ないかと思いますが、そのようなお考えは今のところはないということ

ですか。 

 

白石商工労働課長 どうしても年度ごとで事業しておりますので、プロポーザ

ルで募集してということになると、なかなか４月１日からの施行という

のは難しいですが、その辺につきましては、また改めて検討させていた

だきたいと思います。 

 

岡山明副分科会長 もう一つ気になるのが、この事業自体２５０万円ですよね。

人数が９人、１１人ということは、例えば極端な話、受講者が倍の人数

であっても、３倍の人数であっても、１人でも、３０人でも同じ講習を

しているので料金は全く一緒ですよね。アンケート調査とかいろいろな

形で人数を増やすようなことを委託業者側にお願いしていますか。 

 

白石商工労働課長 参加者も重要なものですので、先ほど、このチラシの配布

箇所と言わせていただきましたが、商業施設とか広いところにつきまし

ては、基本的には委託事業者のほうでチラシを全部配布していただいて

います。公共施設と小学校につきましては市の管轄ですので、お配りす

るのを市のほうでお手伝いをさせていただいているということで、ＰＲ

についても積極的に進めていただくということでの委託です。 

 

岡山明副分科会長 今の話から市のほうは２５０万円出したら、あとは全部お

任せというような受け止め方をしました。市としては、やはり２５０万

円を有効利用していただきたい。例えば、人数がこの倍になっても、料
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金はほとんど委託業者には関係ない。実際、講習は１人だろうとやって

いるという状況ですから。その辺で、市からも来年度はもう一人増やし

た形の目標設定でお願いしますとか、そういう努力もしていただきたい

というお願いはされていますか。 

 

白石商工労働課長 そもそも最初に考えたときは、１０名ということで考えて

いましたが、それを少しでも多くということでの１５名というような設

定はさせていただいております。募集については、昨年も少なかったと

いうことで、このたびは周知期間をちょっといつもよりも長めにとって

いただいて、契約のほうも早くとっていて、その中での周知活動しっか

りやってくださいということでのお願いという形でさせていただいてお

ります。 

 

水津治委員 １３０ページのチラシの、パンフレットの右上に、「雇用保険の

求職活動実績となる事業です」ということがありまして、この研修受け

られるとこういった実績となるということでメリットの一つであろうと

思いますが、具体的にはどのようなメリットの内容でしょうか。 

 

白石商工労働課長  今現在求職中の方が、この事業に参加されることで、就職

活動をされているということで雇用保険の対象になるということでござ

います。 

 

水津治委員 その件に関しては、対価として、給付とかそういったものも伴う

ということでしょうか。 

 

白石商工労働課長 この事業ではいたしませんが、失業保険でしたか、現在求

職活動されていらっしゃいますよということで認められて、そちらのほ

うの対象になるということでございます。 

 

水津治委員 そうすると、大きなメリットがあるわけですから、この文字をも



10 

 

う少し大きくするとか、このチラシの中で、メリットとしてこういうも

のが該当しますよというのも一つＰＲの大きな柱になるような気がいた

します。そういった何か文字を大きくするとかいう工夫も必要かなと思

います。 

 

白石商工労働課長 貴重な意見、ありがとうございます。ハローワークには、

これが対象になりますよということは求職者に対して言っていただくと

いう協力体制はできていますが、ちょっと大きくするとか、もっと見や

すいような形の改良ということは検討させていただきたいと思います。

ありがとうございます。 

 

奥良秀委員 提案ですが、広く女性の方に知ってもらうために、この４月にで

きる子育て支援センターとか、小児科、産婦人科、市民病院、そういっ

た病院等々にもこのようなチラシを置く場所をつくっていかれたらどう

でしょうか。 

 

中村博行分科会長 今までにされたかどうかということも含めて。 

 

白石商工労働課長 ありがとうございます。大変貴重な御意見でございまして、

そちらのほうも参考にさせていただきたいと思っております。女性が集

う場所ということですね。参考にさせていただきます。ありがとうござ

います。 

 

中村博行分科会長 継続事業ということで、もうかなりのノウハウをしっかり

持っておられるということですが、今以上に充実したものにしていただ

きたいという思いでこの審査を終わろうと思います。よろしいでしょう

か。それでは予算書の５款労働費、１９０ページから１９５ページまで

ですが、もう少ないからページで行きましょう。よろしいでしょうか。

１９０、１９１で何かございますか。 
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河﨑平男委員 労働諸費の関係で、予算が２９１万３,０００円ほど増えており

ますが、主な要因は何ですか。 

 

白石商工労働課長 主な内容につきましては、労働会館のエアコンが故障して

おりまして、そちらの取り替えにつきまして、１９３ページの備品購入

費で、こちらのエアコン購入ということで４００万計上しております。

それと、若干の人件費の減等でございます。 

 

中村博行分科会長  １９０、１９１ページはよろしいですか。 

 

岡山明副分科会長 雇用能力開発支援センター運営事業、私一般質問で耐震化

ということでちょっとお話ししましたが、その後、公共施設、この雇用

開発センターの耐震化の考え方、今後の進め方をお聞きしたい。 

 

白石商工労働課長 公共施設の管理につきましては、今、個別計画を策定して

おりまして、その中で市の優先順位等を考えながら対応をしていきたい

と思っております。３０年度につきましては、まだちょっと雇用能力開

発支援センターの耐震等については考えておりません。 

 

中村博行分科会長  それでは、１９２、１９３ページ。 

 

岡山明副分科会長 １９３ページの負担金、補助金及び交付金、１９番です。

ここの部分で地区労働福祉協議会等、福祉という名前が三つほどありま

すが、こういう補助金がどのような使い方をされているかを確認させて

いただきたい。 

 

福田商工労働課商工労働係長 この補助金ですけれども、まず地区労働者福祉

協議会補助金から説明させていただきたいと思います。こちらは、山陽

小野田地区労働者福祉協議会への補助額１３万５,０００円ということ

になっておりまして、こちらの団体は、会員団体数が２５団体。主な事
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業としましては、労働者を対象にした市民労働福祉講座や労働者の福利

厚生のための事業などを実施されておる団体です。基本的には、政策制

度の改善や自主福祉活動の充実、労働福祉講座等による福祉向上に努め

られているといった事業に対して補助金を出しております。続いて、労

働福祉対策費補助金６０万円についてです。こちらのほうは、連合山口

西部地域協議会への補助金です。こちらの団体は、会員組織数が３１単

組、構成員が市内で２,０００を超える協議会でして、労働相談などセミ

ナー、労働改善・環境改善に向けた取組を通じた労働者支援を行ってい

らっしゃる団体でございまして、主な事業としては、労働相談や労働セ

ミナー、清掃活動や労働者の福利厚生事業をされておりますので、それ

に対しての補助金を支出しておるということになっております。 最後、

中小企業福祉事業補助金４８万６,０００円ですけれども、こちらは小野

田労働福祉協議会への補助金となっております。こちらの団体は、会員

事業数が６７事業所でいらっしゃいまして、人事労務管理改善、福利厚

生事業に関するセミナー、講習会の開催、また同じように、労働者の福

利厚生事業を実施されております。また、人事労務管理改善等に関する

情報誌等も発行されておるような団体でして、こういった労働者に対す

る福利厚生事業についての補助金を支出させていただいております。 

 

中村博行分科会長 労働会館について、以前、委員会の中で、暗いとか電球が

切れているというような話がありましたが、その後、施設を見て回られ

ていますか。 

 

福田商工労働課商工労働係長 労働会館につきましても、以前お話がありまし

たので、状況を確認しまして、今、指定管理で西部地域協議会が入られ

ておりますので、話をする中で、利用者があるときは暗いというような

お話がないように、玄関等ロビーのところの電気をつけるなり、暗いと

いうイメージがつかないようにという形のヒアリング等、お話等はさせ

ていただいておるところです。 
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岡山明副分科会長 詳しいことはよく分かりませんが、連合山口の組合が大体

メインのような形で金を出しているということで、その他市内の労働組

合が当然あると思います。それに対する補助金は出ていないということ

ですか。全体的な今流れで見ますと、市内にも大きい団体が山陽オート

とかいろいろありますよね。連合山口は今聞きましたが、そういう組合

の補助金のような形はどうなっていますか。 

 

福田商工労働課商工労働係長 こちらの補助金が、労働費対策補助金交付要綱

の中で定められておりまして、今、私が申し上げました、まず３団体、

山陽小野田地区労働者福祉協議会、連合山口西部地域協議会、小野田労

働福祉協議会、こちらの３団体につきましては、この労働対策補助金の

中で福利厚生事業を行われる団体への補助をするというような形で明記

されております。 

 

岡山明副分科会長  今、３団体の補助金を出しているとお話しされましたね。

市内にはほかにもそういう団体が、市役所であれば市役所の組合、あと

共英の団体も残っていますよね。あと五つぐらいありますが、その組合

とは別ですか。 

 

福田商工労働課商工労働係長 補助をさせていただいている団体は、個別の団

体ではなくて、そういった団体が集まったそれぞれの協議会に対して補

助を出させていただいておるというような状況になっております。 

 

中村博行分科会長 一応、この三つで網羅していると考えたらよろしいですか。 

 

福田商工労働課商工労働係長 それと、その他、特に認める協議会がまたでき

て補助金の交付の要件満たせば、そういった協議会、団体にもなり得る

ということになっております。 

 

岡山明副分科会長 ちょっとよく分からないのですが、小野田の労働組合の団
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体で市役所、共英、日本化薬とか五つありますが、それはその三つの協

議会の中に入っていますか。 

 

福田商工労働課商工労働係長 今言われた全ての組合の団体がどこの協議会に

属されているかというのは分かりませんが、市職労であれば山陽小野田

地区労働者福祉協議会に入られているという状況はあります。 

 

岡山明副分科会長 団体として小野田にはこういう労働団体、組合に関して五

つあります。これは、福祉の補助金の該当団体に入っているということ

でいいですか。 

 

福田商工労働課商工労働係長 構成団体として、入っております。 

 

岡山明副分科会長 そういうことで、市内の全ての労働者団体に対しては、そ

ういう協議会に大体入っているのは間違いない、網羅されているという

ことだけ確認させてください。 

 

福田商工労働課商工労働係長 全てが入っているかどうかという確認はとれて

おりませんけれども、基本的にはそれぞれの労働の団体のほうで協議会

をつくられて、いろいろな福祉活動、福利厚生事業を開催されておると、

実施されておるということで考えております。 

 

岡山明副分科会長 それぞれ補助金の金額が違いますよね。何をもってこの金

額を出されていますか。 

 

福田商工労働課商工労働係長 補助金ですので、毎年度、実績報告書等を提出

していただいております。その内容等を確認させていただきまして、こ

ちらの補助金を支出させていただいております。 

 

中村博行分科会長 実績に基づいてということですね。 
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岡山明副分科会長 これは実績ですか。それとも、参加団体に対する人数の割

り振りとかで金額が決まるということですか。 

 

福田商工労働課商工労働係長 団体の規模も申し上げましたけれども、基本的

には団体の規模も小野田で一番多い山陽小野田地区労働者福祉協議会で

あれば会員団体数２５団体、連合山口の西部地域協議会であれば３１単

組で２,０００名を超える労働者の方が加盟されている小野田労働福祉

協議会であれば６７事業所が加盟されておりますので、委員がおっしゃ

られたとおり、加盟されている労働者の人数というのも、実績と合わせ

まして、こちらの補助金の額の決定事項の中の要因とさせていただいて

おります。 

 

岡山明副分科会長 何をもって決めているのかちょっと分かりません。今年の

労働福祉対策費の補助金は６０万になっていますよね。去年は８０万だ

ったので、何をもってその２０万円を落としたのか。 

 

福田商工労働課商工労働係長 労働福祉対策費補助金は西部地域協議会への補

助金になりますが、おっしゃれましたとおり、平成３０年度は２０万ほ

ど補助金が減額になっております。こちらは、先ほども申し上げました

けれども、活動実績であったり、他市の補助の状況も確認させていただ

いたりする中で、こちらの金額に見直しをさせていただいたという状況

です。 

 

岡山明副分科会長 どこで実績を判断されて２０万落としたのか。ちょっと目

に見える形でお話を聞きたい。 

 

中村博行分科会長 先ほど説明された以上のものがありますか。 

 

白石商工労働課長 事業費の何パーセントというような決め方はしておりませ
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ん。他市等の状況等を加味する中で、こういうような減額という形を決

めさせていただいて、お願いしておるところでございます。 

 

岡山明副分科会長 補助金の交付基準が気になります。補助金の交付基準の中

で２０万円を落としたということが明確になっているのかどうかを確認

したい。 

 

白石商工労働課長 事業費の何パーセントという決め方でありません。予算全

体の枠の中で、団体につきましては条例等で、要綱等で決めております

けど、事業費については当然予算の範囲内ということですので、その中

で他市との均衡ということを考えまして、総合的に判断して、３０年度

は２０万円減額の６０万円ということで決めさせていただいたところで

す。それ以上のものはちょっとありません。 

 

岡山明副分科会長 そうすると、たまたま労働福祉だったということで、その

下の中小企業福祉でもよかったということですか。何をもって労働福祉

の２０万円を落としたのか、ちょっと私は明確な部分がないような気が

しますけど、いかがですか。 

 

矢田松夫副議長 委員外議員は、皆から発言の許可を得たらいいということで

すが、いいですか。 

 

中村博行分科会長  はい、どうぞ。 

 

矢田松夫副議長 課長がさっき言われたように、他市との比較。他市を見てか

ら山陽小野田市も減額したという言い方は、ちょっとおかしいと思いま

す。美祢市、宇部市、下関市が減額したのかどうなのか。そうじゃなく

て、先ほど福田係長が言われたように、活動実績により減額したという

ことは、イコール組織人員が減ったから減らしたという回答なら皆さん

方理解できますよ。よそが減らしたから減らしたという回答はないと思
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いますが、いかがでしょうか。 

 

白石商工労働課長 他市が減らしたから減らしたというわけではなくて、その

状況等を見まして、確かに組合数等も減っておりまして、その中で、予

算の枠内と言いましたが、ほかの事業についても当然検討をいたしまし

て、その中で労働福祉対策費補助金について精査した結果、こちらのほ

うを昨年に比べて落とさせていただいたということです。 

 

中村博行分科会長 ちょっと堂々巡りですからね。 

 

岡山明副分科会長 そういうことで、労働福祉の補助金に関しては、組織自体

の縮小があったということで減額ということでよろしいですか。 

 

白石商工労働課長 これにつきましては、昨年度に比べてというわけではなく

て、ちょっと年次的に減額で調整をさせていただいているところです。 

 

中村博行分科会長 先ほど福田係長のほうから説明があったように、実績、そ

して規模、全てを勘案した中でこのような結果になったという理解でい

いかと思います。 

 

藤岡修美委員 労働会館の体育館の使用についてお聞きしますが、市民館の体

育ホールが耐震工事で３年間使えないということで結構困っている団体

があります。労働会館の体育館でその辺の受け入れというのは可能です

か。 

 

福田商工労働課商工労働係長 労働会館のほうも、申請していただいて団体が

利用する場所ですから、申請して利用できる枠があれば利用は可能とな

っております。 

 

中村博行分科会長 いいですか。それでは、１９４、１９５ページ。このペー
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ジでなければ（「なし」と呼ぶ者あり）それでは、なければ５款労働費

は全て審査を終わります。引き続いて、それでは、①の７款商工費の中

で、審査事業３０番から行きたいと思いますが、カラー刷りの地図があ

りますよね。これは、１２５ページをカラー刷りで大きくしてもらいま

した、ありがとうございました。早速、３０番のバス路線再編計画策定

事業について、説明を求めます。 

 

白石商工労働課長 それでは、審査事業番号３０番、バス路線再編計画策定事

業について御説明いたします。１２３ページをお開きください。本事業

は、平成２７年度に作成いたしました山陽小野田市地域公共交通網形成

計画に基づき、バス路線再編計画を作成し、バス路線の再編に取り組ん

でまいるものでございます。このバス路線再編計画は、生活交通の利便

性の向上、円滑化、効率化を図り、持続可能な公共交通構築のため、山

陽小野田市地域公共交通会議で関係者及び市民の意見を聞きながら作成

をしてまいります。活動指標は、バス路線再編計画及び次期網形成計画

策定のための交通会議の開催回数で、平成３１年度に６回を開催予定と

しております。成果指標につきましては、再編計画の策定で、３１年度

に作成としております。本事業は、総合計画の施策に沿った公共交通充

実のための事業であり、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律及

び地域公共交通網形成計画に基づく事業であること、地域公共交通会議

が主体となる事業であることから、妥当性、有効性、効率性ありと評価

し、評価点を３３点といたしました。１２４ページをお開きください。

事業費は、全額バス路線再編計画策定委託料３８０万円で、計画策定に

当たりましては、豊富な知識、経験を有する民間コンサルタントを活用

し、バス路線の再編のため、移動の実態やニーズの把握、既存路線網の

評価、問題点を整理し、再編案の検討、効果の試算等の業務を委託しま

して計画を策定いたします。１２５ページですが、ちょっと見にくいと

いうことで、カラーのほうに差し替えさせていただきました。１枚目は、

現行のバス路線を掲載しておりまして、２ページのほうに、再編のイメ

ージ図を載せております。基本的な考え方といたしましては、隣接する
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市への移動手段となっているバス路線を幹線として、支線部分や、破線

とか水色の楕円形の網かけ部分の地域の公共交通体系につきましては、

デマンド型交通を始め、各地域の特性に合った交通手段の導入を検討し

てまいりたいと考えております。 

 

中村博行分科会長 説明が終わりましたけれども、そこで質疑を求めます。 

 

河﨑平男委員 バス路線の再編計画でありますが、この再編計画に当たっては、

本市の幹線、支線をどのようにするかは地域づくり、まちづくりが主だ

ろうと思います。そういった中で、いろいろな課題がありますが、今後、

どういう形態でいかれるか。また、デマンドとの整合性、どのように考

えておられるか、お聞きいたします。 

 

白石商工労働課長 まず、デマンドとの整合性でございます。地域におきまし

て、今現在走っていない、不便地域といいますか、公共地域につきまし

ては早くからかかっていきたいなと思っております。ただ、現在、支線

が走っておるところにつきましては、これについては重複いたしますの

で、支線の経路の見直しとか廃止とか、そういうことを考えながら、そ

れにかわる公共交通手段として、厚狭北部で実施しましたようなドア・

ツー・ドア形式のデマンド型交通がいいのか、ある程度人口の集積が見

込まれるところについてはある程度場所を指定いたしまして、そちらに

集まってもらって乗っていただくようなデマンド型がいいのか、それと

もグループタクシー方式もしくはタクシー券の補助等、やり方はいろい

ろ地域ごとによって違うと思いますので、それらを総合的に考えまして、

その地域のニーズといいますか、利用の状況等を加味しながら検討して

まいりたいと思っております。 

 

河﨑平男委員 地域の要望に合った形で進めるということですね。 

 

白石商工労働課長 利用実態等を把握しながら、させていただきたいと思いま
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す。 

 

河﨑平男委員 このバス路線再編計画の委託料でありますが、何社ぐらいいま

すか。 

 

白石商工労働課長 近隣で、このような実施計画策定、公共交通に特化した事

業者というのは１社でございます。 

 

河﨑平男委員 この３０年度予算支出は、どのような方法でやられますか。契

約でやられますか。 

 

白石商工労働課長 今、ちょっと原課の考え方でございますけど、契約につき

ましては、網形成計画策定にも携わっていただきました業者につきまし

て、随意契約という形で進められればと考えております。 

 

奥良秀委員 今日、この頂いたカラー刷りの地図ですが、これはアバウトです

よね。そこで訂正をお願いしたいのですが、市街地循環という、紺色で

丸をされていますが、この丸の方向でいえば、要は向かって右側です。

目出駅があると思いますが、目出駅の右側、あそこはラインがないはず

ですよね。だから、そういったところもやっぱり細かにやっていかなけ

れば、これだったら、例えば田辺製薬のほうまでバスが走っているよう

に見えます。そういったところもやっぱり細かく見ていかなければちょ

っと問題があると思います。（発言する者あり）いや、違います。線路

の上を走るのではなくて、もともとそういうバス路線がないところです

よね。だから、こういったところも見ていって、デマンド交通とか、そ

ういうところにやはり町内会長等々も取り組んでいこうという考えがあ

る場所なので、その辺はおくみ取りいただいてやっていただきたいと思

います。 

 

白石商工労働課長 貴重な御意見、ありがとうございます。このサークルを沿
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って走らすという意味でございますが、この地域を走らせていただけれ

ばということで、実際、市街地循環につきましては、山陽小野田、特に

小野田地区については縦に南北に細長いところでございますので、当然

バスが走られるところがちょっと限られるというか、本当は循環がぐる

っと回りたいのですが、実際、詳細な計画を立てていく中では、同じ路

線を往復というような形になるのかもしれません。その辺につきまして

は、今後、さらに詰めていきたいと思っております。 

 

奥良秀委員 言いたかったのは、この市街地循環という丸は、もうちょっと細

長い丸になるわけですよね。幅はないはずです。そういったところをき

ちんとやっていかなければ、漏れていくんじゃないかなという危惧する

ところがあるので、その辺をきちんとやっていただきたいというお願い

です。 

 

白石商工労働課長  承知いたしました。 

 

中岡英二委員 路線番号で、１から４６ありますよね。その中で、番号の３番、

起点が船木、宇部駅、終点が宇部市役所、これはどういう関わりで経常

損益が２,０７３万。これは、山陽小野田の中を走っていますか。それと

も関係ないところを走っているのですか。 

 

白石商工労働課長 経路にしましてはちょっとわずかですけど、船木から出ま

して、有帆、大休のところから南平台、共和台の間を抜けて、宇部駅の

ほうに抜けていく路線でございますので、一部山陽小野田市内を走って

いるということで、こちらのほうに市の関係分ということで上げておる

ところでございます。 

 

中岡英二委員 そういう路線に経常赤字が二千何万と計上されていますけど、

これはどういうことですか。市の負担は少ないですけども。 
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白石商工労働課長 市の負担分につきましては、全路線のうち、市内を走って

いる経路といいますか、その分の按分
あんぶん

で出しておるところでございます。

ほとんど宇部市のほうで払っているということでございます。 

 

中村博行分科会長 デマンドについて、先般、出合地区からデマンドの要望が

あったと思いますが、これについて、当初からデマンドは出合地区が入

っていたものが入らなくなったということで、改めて出合地区から大き

な要望が上がってきたと思います。その辺の考え方について、デマンド

全体含めてですけど、どのように広げられるか、あるいは個別対応され

るのか、考え方についてお伺いします。 

 

白石商工労働課長 出合地区につきましては、先日、要望書のほうを頂いたと

ころでございます。この辺りにつきましては、大部分が今、交通不便地

域ということで、支線等も走っておらないところでございますので、優

先的にというか、意欲的に検討に入っていかなければいけないところか

なと思います。範囲につきましては、新たに広げていくのがいいのか、

今、案で示しておりますけど、姫様号の分を一部延ばして、また別の経

路をつくるのかとか、そういうところについて検討をしていきたいと思

っております。 

 

中村博行分科会長 公共交通については、本当にこの委員会からずっと検討事

項で挙げているわけですけど、待ったなしの状況にあるということをし

っかり認識してもらって、もう高齢化率が非常に高くなっている地域と

いうのが顕著になってきておりますので、全体像が決まってからじゃな

くて、できればある程度の計画がまとまったら試行運転をすぐにでもし

ていこうというような、そこの地区はもう当然緊急性があるというよう

なことがあれば一部だけでもしていくというようなお考えはありますか。 

 

白石商工労働課長 まず、交通の空白地域といいますか、不便地域について、

優先的にできるものは前倒しというか、早期にできるものからやってい
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きたいと思っております。 

 

中村博行分科会長 形成計画によると、３２年ですから、そこで計画が終わっ

て、それから実施計画を出してやるといったら数年かかるわけです。そ

う待てないと言われているのが現状なので、その辺、しっかりお願いし

たいというところではあります。 

 

河合産業振興部長 会長おっしゃるとおり、このデマンド型交通を含めた新し

いバス路線計画につきましては、スピード感をもって取り組むつもりで

ございます。また、これに精力的に取り組むため、来年度から、また体

制も強化して、地域公共交通の計画について積極的に取り組んでまいり

たいと思っておりますので、皆様方の御理解、御協力のほど、今後とも

よろしくお願いいたします。 

 

中岡英二委員 先ほど、市役所の１階に、東京理科大生がデマンド交通とかバ

ス路線についていろいろいい案を出されています。まだ見られていない

かもしれないですけど、どのようにお考えですか。 

 

白石商工労働課長 この事業は、４年生の研究課題ということで、私どもも携

わりまして、実際やられている新興タクシー等に実際どうなのかという

ことの中継ぎもしておりますし、成果についてはその都度報告等させて

いただいているところでございます。一刻も早く、ちょっと実用化にな

ればなと、一歩手前ぐらいまで今来ているのかなという認識をしており

ます。 

 

藤岡修美委員 再編イメージ図でちょっとお聞きしますが、ブルーで塗りつぶ

してあるところで、代替交通手段の検討地域と、それから新規公共交通

の導入地域を使い分けておられますけど、この辺の具体的なイメージが

説明していただけたら。 
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白石商工労働課長 新規公共交通導入のところにつきましては、今、公共交通

網がないというところで、代替交通手段検討地域につきましては、今、

コミュニティバスが走っているところでございます。それについては、

公共交通手段ございますので、それとの兼ね合いを考えながら、デマン

ドにするのか、コミュニティバスの路線を変えていくのか、経路を変え

るのかということを考えながら検討していきたいということでございま

す。 

 

中村博行分科会長 よろしいですかね。執行部のほうも、スピード感を持って

体制強化をしてこれに取り組むということでありますので、しっかりや

っていただきたいと思います。それでは、事業審査を終わりまして、３

２番に移ります。創業支援事業についてです。それでは、これについて

説明を求めます。 

 

白石商工労働課長 審査事業番号３２番、創業支援事業（個別相談、支援セミ

ナー等実施事業）について御説明いたします。１３３ページを御覧くだ

さい。本事業は新規事業でございますので、事務事業調書を添付させて

いただいております。本事業は、平成２８年４月に策定いたしました山

陽小野田市創業支援事業計画に基づき、創業を希望する方への個別相談、

会計処理相談などの各種相談会、創業セミナー等を実施してまいります。

創業された方に対しましても、フォロー体制を整え、事業経営をブラッ

シュアップしてまいります。事業自体は、小野田商工会議所、山陽商工

会議所へ委託し、実施事業につきましては、市の創業支援事業計画に基

づく特定創業支援事業と位置づけてまいります。対象、手段、意図でご

ざいますけど、市内で創業を希望される方、創業された方を対象に相談

会、セミナー等の実施、市内での創業を支援して、市の商業振興を目的

としております。活動指標、または成果指標につきましては、創業相談

件数を年間１００件としており、平成２８年度の実績は１２６件となっ

ております。次に、創業者（計画に基づく支援実施者）でございますが、

その数を年間１０人としており、平成２８年度は１人と、目標に対して
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１０％の低い達成率となっております。最後に、支援者の事業継続率を

１００％とし、平成２８年度は目標を達成しているところです。山陽小

野田市創業支援計画に基づく事業で、また市総合計画、総合戦略に基づ

く事業でありまして、妥当性、有効性、効率性のある事業と評価し、評

価点も３３点としております。１３４ページを御覧ください。支出内訳

ですが、創業支援業務委託料１００万円で、実施規模を参考に、小野田

商工会義所に８０万円、山陽商工会議所に２０万円を予定しております。

両商工会議所とは、今後も連携を密にし、実施時期や事業内容の重複を

避け、創業希望者の選択性を高めていきたいと考えております。平成３

０年の財源につきましては、全額ふるさと支援基金繰入金を充てており

ます。１３５ページを御覧ください。平成２８年度４月に策定した山陽

小野田市創業支援事業計画では、市は商工会議所や金融機関などの支援

機関と連携して、市内で創業を希望する方に対して創業に関する支援を

行うこととしております。特定支援事業認定とは、山陽小野田市創業支

援事業計画に基づき、支援機関（市や商工会議所、金融機関等）から、

経営・財務・人材育成・販路拡大等の創業に当たり必要な知識・情報・

技術指導等を受けて創業に至った者に、市が認定証明書を交付する制度

でございます。このメリットといたしましては、登録免許税の減額、創

業融資枠の拡大などに加えて、平成３０年度からは、市の補助金、市の

融資制度利用時に優遇利率などを実施する予定でございます。市には、

現在、創業支援に関して独自の取組がないため、商工会議所が実施して

いる事業を支援・拡充することで、今後も市内での創業希望者や創業者

をバックアップして、市内での創業、地域の活性化につなげてまいりた

いと考えております。１３６ページを御覧ください。こちらは、本市で

の創業者・中小企業者の支援の取組のイメージを示したものでございま

す。本事業は、創業前、創業セミナー・個別相談会の①から⑤と、創業

後の⑨、⑩番を実施して、創業支援を強化していこうというものでござ

います。また、⑥の資金調達支援につきましては、先に条例案で御審議

いただきました起業家支援資金の新設や、来年度に新規事業として①の

創業応援補助金の新設にも取り組んでまいることとしております。 
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中村博行分科会長 それでは、質疑を求めます。若干、委員会の条例の議案に

ついて説明があったと思います。 

 

河﨑平男委員 この創業支援事業で、補助金を出す要綱については今後考えら

れるということですか。 

 

白石商工労働課長 あらかたの案のほうは詰めておりますが、条例に基づくも

のということで、２８日の議会の議決を経まして、それから早急に決裁

をとってまいりたいと思っております。 

 

中村博行分科会長 これからということで。中小企業支援については、いろい

ろ今までやってきた中で、なかなか市のほうの動きが鈍かった部分があ

るので、これでだんだん充実していこうという考えだと思います。 

 

奥良秀委員 特定創業支援者というのは、具体的にはどのようなものに当たる

のでしょうか。 

 

福田商工労働課商工労働係長 先ほど課長が少し申し上げましたけれども、平

成２８年４月に、山陽小野田市創業支援事業計画という計画を策定して、

国の認定を受けております。こちらが何かと申しますと、市、両商工会

議所、市内の金融機関が連携して、創業しようとする方に、まずワンス

トップ窓口やセミナー、相談会、こういったものを実施して、市全体と

して創業者を支援していこうということです。その中で、創業に当たり

大切なものということで、経営や財務、人材育成、販路拡大等に関する

知識を習得してもらうためのセミナーや相談会を４回以上、かつ１月以

上、長期にかけて支援していき、創業の知識を十分に得ていただいて創

業をされるという方を、こういった支援をしましたよというような形の

修了証明というのが市から出せるようになっております。その証明を出

した方が特定創業支援をした修了者ということで、特定創業支援事業の
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支援者という形でこの計画の中で位置付けております。 

 

奥良秀委員 要は、実績として、２８年度に１人というか、これは多分１社か

もしれませんが、これは例えば何業の方ですか。 

 

福田商工労働課商工労働係長 こちらの方が、カーエアコンの清掃というよう

なちょっと特殊な分野ですけれども、そちらのほうで、ずっと会社のほ

うで相談して支援をずっと受けられておって、そちらのほうを創業され

たという実績が１件ございます。 

 

奥良秀委員 ちなみに、山陽小野田市に会社がありますか。 

 

福田商工労働課商工労働係長 会社は、有帆のほうに会社を構えられておりま

す。 

 

奥良秀委員 従業員とかはどのぐらいいらっしゃるのですか。 

 

福田商工労働課商工労働係長 済みません、ちょっとうろ覚えですが、当初の

計画では２名か３名というような形であったと記憶しております。 

 

奥良秀委員 市の融資制度利用時には利率優遇と書いてありますが、実際にそ

のような実績があったのでしょうか。 

 

福田商工労働課商工労働係長 こちらの優遇措置を設ける起業家支援資金につ

いては、平成３０年４月１日からということになっておりますので、１

人いらっしゃいますが、そちらの方が創業されたときにはその制度がな

かったということで、適用はありません。改正の条例を現在出しており

ます。 

 

岡山明副分科会長 山陽小野田市創業支援計画は出来上がっていますか。 
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福田商工労働課商工労働係長 平成２８年４月に出来上がっております。 

 

水津治委員 ２８年度の実績で、相談件数が１２６件とありますが、実人数は

分かりますか。 

 

福田商工労働課商工労働係長 申し訳ございません。実人数で何人かというの

は詳細まで把握していませんが、こちら、会議所、金融機関等、創業を

担当される連携支援機関にアンケートを出させていただいておって、積

み上げをさせていただいておる数字でございますので、同じ方が何回か

相談されたという件数も入っている可能性はございます。 

 

中岡英二委員 平成２８年度の相談件数が１２６件で、創業された方が１人若

しくは１社となっておりますが、創業したいが実際は創業していないと

いうその辺の支援の仕方を説明してください。 

 

福田商工労働課商工労働係長 先ほどから１件創業と申しておりますのが、こ

ちらが山陽小野田市創業支援事業計画に基づく支援をさせていただいて、

その支援修了しましたよという証明を市から出している方が１件という

ことで、相談件数の１２６件中、創業されたという件数は３６件です。

こちらは支援機関からのアンケートのほうで数字は確認させていただい

ております。このうち、連携機関でしっかり支援をしたよという証明を

出したのが１件ということでございます。 

 

河﨑平男委員 この１２６件のうち、山陽、小野田、何件ずつありますか。 

 

福田商工労働課商工労働係長 具体的に、これは金融機関の数字も入っており

ますけれども、基本的に相談件数については、小野田側と山陽側と分け

ていいのか分からないですけれども、半分ずつぐらいの相談件数があっ

たとなっております。 
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藤岡修美委員 １３６ページのチラシに山口東京理科大学が入っておりますけ

ども、この創業相談件数の中に理科大絡みというのがあったのですか。 

 

白石商工労働課長 今のところ聞いてはおりません。 

 

福田商工労働課商工労働係長 こちらの表で山口東京理科大学を入れさせてい

ただいておる理由としては、山陽小野田市創業支援事業計画をつくった

とき、本市の特徴として理科大がございますので、大学の技術も連携し

た支援ができますよという形でうたわせていただいておりますので、こ

の表上は山口東京理科大学のほうも連携という形で入れさせていただい

ております。 

 

中村博行分科会長 理科大のほうも、地域密着の大学ということで、特にこう

いったところに力を入れられているということは、その都度聞いており

ます。 

 

中岡英二委員 相談件数の中で、農業を起業しようとか、そういう方はおられ

ましたか。 

 

福田商工労働課商工労働係長 具体的な相談の業種は、実際に創業されれば業

種とかの把握できる部分はありますけども、ちょっと相談されたときの

業種というのは、申し訳ございません、把握ができておりません。 

 

中岡英二委員 この３６件の中ではどうですか。 

 

福田商工労働課商工労働係長 こちらの３６件の中では、農業という方はいら

っしゃらなかったと把握しております。 

 

中村博行分科会長 この件はよろしいですか（「なし」と呼ぶ者あり）それで
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は、審査事業３３番、山口東京理科大学生の定住券配布事業について説

明をしてください。 

 

白石商工労働課長 審査事業番号３３号、山口東京理科大学生定住券配布事業

につきまして御説明いたします。１３７ページを御覧ください。人口減

少が進む中、定住人口の確保は市の重要課題です。山口東京理科大学に

は市内からの進学はもとより市外、県外からの多くの学生が入学してく

ることから、本市の住民基本台帳に登録されている入学者、初年度であ

ります３０年度につきましては、住民票を置く全学生を対象に対して、

インセンティブとして３万円分の定住券（仮称）という形で支給し、本

市への定住を促進させるほか、３万円分を市内で消費していただくこと

により、商業振興につなげてまいりたいと考えております。この事業に

つきましては、山口東京理科大学に委託して、実施してまいります。入

学時に山陽小野田市の住民基本台帳に登録している学生を対象にしまし

て、学生１人当たりの定住券３万円を入学時に支給することにより、若

者の人口定住確保及び商業の振興を図っていくこととしております。成

果指標ですが、入学時に山陽小野田市の住民基本台帳に登録されている

学生（１回生）の割合として、平成２９年度の１回生の割合５０％を基

準に３０年度は５２％といたしております。評価ですが、本事業は、総

合計画による定住を促進するための事業であり、まち・ひと・しごと創

生総合戦略における若者、学生の定着促進事業であり、事業を山口東京

理科大学に委託することにより、理科大生の個人情報の取扱いを含め、

事務を効率かつ円滑に実施できることから、妥当性、有効性、効率性あ

りと評価し、評価点を３３点といたしております。１３８ページを御覧

ください。支出内訳です。これは全額山口東京理科大学生市内定住促進

事業業務委託料で、平成３０年度は全学年を対象とするため、２,１１０

万３,０００円で、想定としましては、対象者６００人、協力店を４００

店舗としております。１３９ページを御覧ください。定住券配布事業取

扱フロー図でございます。平成２７年度に実施いたしましたプレミアム

商品券の事業フローを参考に作成いたしました。まず、市は事業を山口
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東京理科大学に委託し、大学は、学生の申請に基づき、新入生、平成３

０年度のみ市内に住民票がある全学生に３万円分の定住券を配布します。

学生は、あらかじめ、協力店として登録していただいた協力店、定住券

の取扱事業者に定住券を渡し、賞品やサービスの提供を受けていただき

ます。定住券取扱事業所は、指定金融機関に定住券を渡し、現金に換金

いたします。指定金融機関は、集まった定住券を大学に渡し、大学は額

面の金額に換金手数料を加え、指定金融機関に入金することとしており

ます。１４０ページを御覧ください。定住券配布事業委託料２,１１０万

３,０００円の内訳でございますが、発行額の原資として１,８００万、

これは対象者を６００人と想定し、１人当たり３万円で積算しておりま

す。手数料３６万円は、指定金融機関に対し、換金の手数料として、換

金額の２％としております。定住券印刷代３６万２,０００円は、偽造防

止ホログラム使用の１,０００円券３０枚の６００セット分です。Ａ２ポ

スター、のぼり一式は協力店の周知のための支給品で、４００店舗分を

計上しております。その他２０万円につきましては、この業務に要する

印刷物、消耗品等でございます。合計１，９５３万９，０００円で、消

費税８％を加え、２,１１０万２,１２０円となっております。以上で説

明を終わります。御審議のほど、よろしくお願いします。 

 

中村博行分科会長 それでは、説明が終わりましたので、質疑を求めます。 

 

河﨑平男委員 この定住券配布でありますけど、先ほど説明がありましたとお

り、本人の申請ということですよね。余ってもそのまま。それから、何

に使ってもいいということですか。 

 

白石商工労働課長 まず、市内で消費できる仕組みと考えております。ですの

で、ちょっと具体的にはまだ詰めていませんが、プレミアム商品券のよ

うに、金券への換金、電子マネーとか商品券等に換金すると、よそで使

われるということもありますので、そのような除外物も定めて、協力店

舗を募っていきたいと考えております。 
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河﨑平男委員 予算の支出の方法というのがよく分かりませんが、例えばレシ

ートで持ってきて換金というようなことが早くないですか。 

 

白石商工労働課長 手法につきましては、まだ検討中でございまして、今いた

だきました意見、大変貴重な御意見だと思っております。私どもも、も

う一つの案としまして、レシートもしくは協力店に専用の領収書みたい

なものをお渡しして、それで集計するほうが、プレミアム商品券ですと、

お店のほうで換金するまでにちょっと時間が掛かったとか、商品券につ

いても金券でございますので管理等が大変ですし、大学の事務等を考え

れば、今、いただいた御意見等を参考にさせていただいて、学生も使い

やすく、協力店についても御負担が多くないようなシステムというのを

早急に詰めて執行していきたいと思っております。 

 

河﨑平男委員 この定住券配布事業は市と大学が委託契約を結ばれるというこ

とですよね。そうした中で、本人申請主義ですが大学のほうから全ての

人に抜けがないようすることはできますよね。その辺はどのように考え

られていますか。 

 

白石商工労働課長 今年度は全学生対象ということでございますので、２年生、

３年生、４年生、院生も含めて、あらゆる機会を使って、全学生対象に、

山陽小野田市民であることという条件がございますので、その辺りの周

知を図っていただきまして、申請につきましては、今のところ住民票を

添付していただくという形で市内の住民かどうかということの確認をと

っていきたいと思っております。 

 

河﨑平男委員 だから、親切ということになれば、市内の住民票がある全ての

方に届くような形が山口東京理科大としてとれないですか。本人申請主

義だから、余ったら余ったままで予算の残額が残ってもいいというもの

ですか。 
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古川副市長 この制度ですが、やはり大学には学生係という窓口がございます。

そこがいろいろ学生のアパート等々の心配もしますし、あらゆる場面を

通じてこの制度はＰＲしていくだろうと考えています。この制度はこの

ような形で予算化していますけど、まだ３か月、４か月煮詰める中で、

９月、１０月からスタートすることになろうと思いますので、あらゆる

ことを想定しながら考えていきたいと考えておりますし、今回、私の知

り合いの県内の人ですが、この制度があるから、隣の市ですけど、山陽

小野田に居を構えたいという方もいらっしゃいましたので、御報告させ

ていただきたいと思います。この制度は課長が申しましたように、とに

かく定住も兼ねておりますので、今、河﨑委員が言われたように、学生

に幅広くあまねく漏れのないようにはしていきたい、当然大学のほうも

学生が少しでも有利になることは喜ばしいことですので、その辺は抜か

りのないようにしていきたいと考えます。 

 

奥良秀委員 今、定住という話のためにというのもありましたけど、先ほど商

業振興のためにということがありましたが、この２,１００万余りの費用

対効果はどのぐらい予想されていらっしゃいますか。 

 

白石商工労働課長 あくまでも目的は学生の定住、山陽小野田市を選んでいた

だくということを第一次にしておりまして、商業振興の面でいきますと

１,８００万、これを必ず市内のほうに落としていただくということです。

それとプラスアルファということも考えられると思いますし、協力店と

いう形で募ることによりまして、新たに学生と地元の商店、サービス等

と結びつく橋渡しというか、それをきっかけに長く付き合いが続いてい

くような形になっていただければという願いのほうもちょっと込めてお

ります。 

 

奥良秀委員 ということは、１,８００万円の元金でプラマイゼロという考えで、

その他の３００万余りは定住してもらえれば、もうそれでいいという考
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えでよろしいでしょうか。 

 

古川副市長 この制度は、また付加価値として学生が市内で買い物をすること

によって、山陽小野田市をよく理解してもらえる。やはり山口東京理科

大学は地域貢献という公立大学ですから、大きな使命がございますので、

山陽小野田の祭りに参加したり、ボランティアに参加したりするとか、

山陽小野田になじんでいただくという効果も付加価値と考えております。 

 

白石商工労働課長 １,８００万、ぴったり３万円分だけしか山陽小野田市で使

いませんということもないと思いますので、それプラスアルファ、これ

はちょっと正確に把握しようと思えばまたアンケート調査等していかな

ければいけませんが、ちょっとそこまで大学のほうに負担かけるのもあ

れと思いますので、必ず３万円以上はあると思っております。 

 

岡山明副分科会長 入学時に支給という形になれば、逃げる前に引っ張り込む

という、入学時に住民台帳に登録していただくということが、本当定住

に大きな要因になると思いますが、例えばそれをちゅうちょされた学生

がいらっしゃった場合に、秋とか次の年度末とかにチャンスがまだ残っ

ているのか。その辺はどのような形で進めようと思われていますか。 

 

古川副市長 私が先ほど９月か１０月と言ったのは、初年度でまだ動き出して

おりませんので、今から制度を構築する中で、初年度につきましては９

月、１０月から今山陽小野田市に住民票を持っていらっしゃる方に配布

するということです。それは、期間を３か月にするのか、６か月間で消

費しなさいという仕組みをつくるのか、それはまた今から構築していき

ます。次年度からはもう動き出していますので、基本的に新入生になり

ますので４月か５月の間に申請してくださいという形になろうかと思い

ます。ですから、初年度はあまねく在校生も全部対象になるので、若干

時期はずれますけど、基本的には次年度からは新年度４月、５月に登録

して、住民票が変わった人に配布して、半年で使うのか、３か月で使う
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のかというのはまた、今後構築していく形になろうかと思います。 

 

岡山明副分科会長 今年は初年度ということでいろいろ形も変わってくると思

いますが、あくまでも宇部がいいという方がやっぱりいろいろな事情の

もとで、例えば３年生でこっちに来た場合にそういう方々に対する対応

というのは、その年の新入生と、それ以外にプラス３年間宇部にいた学

生もこちらに入った時点で、新入生と同じような形の待遇を受けられる

かどうか、その辺はどうですか。 

 

古川副市長 基本的には、他市から２年在学中、３年在学中の方が市に住民票

を移した場合は対象になります。それが１０月に移されたからすぐなる

のか、翌年度に待っていただくかは今から構築していきます。 

 

中村博行分科会長 本会議場でも、詳細については今後ということで答弁あっ

たと思います。いただいてすぐまた他市のほうへというようなこともあ

ろうかということで、そういう危惧もされて、それを当然考慮されてい

るというような答弁があったと思います。そういったことで、今後いろ

いろな意味で、特にプレミアム商品券のときに、かなり問題がありまし

たよね。そういったことも含めて、やっぱり反省を基に非常にいい事業

にしていただきたいという思いがあります。 

 

岡山明副分科会長 金額についてですが、例えば５万円でも、１万円でもよか

ったのに、今回３万円になった要因は何ですか。 

 

古川副市長 おっしゃるように、３万でも５万でも１０万でもいいでしょうけ

ど、プレミアム商品券が３万だったので、その辺から今持ってきておる

のだろうと考えます。 

 

岡山明副分科会長 では、なぜ学生なのかということです。同じ理科大学でも

教職員が定住されていますよね。学生は定住ということでもありますが、
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職員、教授関係の方々に対しての手当はなしですか。 

 

古川副市長 基本的に学生に居着いていただきたい。教職員になりますと、他

の企業に対してよそから転勤してきたらそれに払うのかということにな

りますので、やはり学生は１８歳でこちらに来られます。イコール選挙

権もあるということの中で、そういうものをもろもろ考えて、やはり学

生には親御さんの負担も考える中で、そういうような措置をしておると

いうことですので、教職員には考えておりません。 

 

河﨑平男委員 そういった中で、住民票を置く学生全員に対して定住券の支給

ということでありますが、転入奨励金との関わりはどのようになります

か。 

 

古川副市長 転入奨励金はたしか、市のほうに家を建てられた方が、固定資産

税分を考慮ということですので、それとはちょっと趣旨が異なると考え

ます（発言する者あり）学生がこちらに家を建てられて、その転入奨励

金の対象になればもらえるということはあります。 

 

中村博行分科会長 今年度、学生の割合が５２％であるということですけども、

この事業が周知されたら一遍に増える可能性は何パーセントかあると思

いますけど、それはもう補正で対応していこうという考え方ですか。 

 

白石商工労働課長 その分については、補正で対応するように頑張っていきた

いと思っています。 

 

中村博行分科会長  そうですね。よろしいですか。時間がもう１時間４０分た

ちました。 

 

岡山明副分科会長 住所の転向、例えば宇部、小野田で下宿場所を毎年変われ

ば、毎年３万支給されるという形になりますか。 
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白石商工労働課長 １回だけと考えておりますので、一度もらった方について

はチェックしていただくような形を考えております。 

 

中村博行分科会長 時間が大分たちましたので、若干残っておりますが、ここ

で一旦休憩に入りたいと思います。１０時５０分まで休憩いたします。 

 

午前１０時４３分休憩 

 

 

午前１０時５０分再開 

 

中村博行分科会長 休憩前に引き続きまして、分科会を続行いたします。それ

では、審査事業３４番、山陽小野田市観光プロモーション調査事業につ

いて、説明を求めます。 

 

矢野観光課長 それでは、審査番号３４番、観光プロモーション調査事業につ

いて御説明をいたします。資料の１４１ページをお開きください。事務

事業調書に沿って、御説明をいたします。本事業の概要目的にもなりま

すが、本市の観光における現状と課題について多面的、専門的に市場の

動向や評価等の調査分析を行うとともに、住民の意識醸成と併せて観光

のまちづくりに向けた戦略と推進体制の構築を図るということとしてお

ります。右側の手段でございますが、業務委託ということで考えており

ます。意図といたしましては、交流人口の増大による観光振興というこ

とを記載しております。妥当性、有効性、効率性につきましては、下段

にあります御覧のとおり評点３５点の事業となっております。続いて、

１４２ページに移りますと、事業箇年は１か年の事業になります。支出

の内訳といたしましては、調査委託料が６２０万円、報償費８,０００円、

合計６２０万８,０００円の事業で、財源の内訳といたしましては、国庫

支出金が３１０万円、一般財源が３１０万８,０００円となっております。
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調査内容といたしましては、地域資源、食、歴史、文化、産業等の洗い

出し及び整理、訴求力のある地域資源の抽出及び課題の抽出、観光消費

額など、特定の指標の測定、現状分析及び課題の抽出、そして周辺施設

管理者や来訪者などに対して、ヒアリング調査などを行うこととしてお

ります。これらの調査によって、得られたものを整理、分析し、今後の

観光振興、各施策を戦略的に取り組んでいくための調査事業となります。

読み上げたものにつきまして１４３ページに簡潔に記載をさせていただ

いております。 

 

中村博行分科会長 それでは、質疑を求めます。 

 

河﨑平男委員 この調査事業でありますが、観光資源のソフト面を含んで整備

まで踏み込んで推進されますか。 

 

矢野観光課長 本業務につきましては、整備面までは入っておりません。あく

までも調査事業ということで、その中で課題あるいは今後の提言という

中で、ハードの整備というようなものが事業所のほうから提案があると

いうことは考えられるかなと思っております。 

 

河﨑平男委員 それと、県央との広域での連携との関係はどのようになってい

ますか。 

 

矢野観光課長 この調査事業とは別の事業として、広域連携というものは推進

しておるところでございますが、本事業においては広域というところま

では入っていません。市内循環あるいは当然言われるとおり広域とのも

のも考えていかなくてはいけないかなとは思っておりますが、これはあ

くまでも本市における観光地、史跡等の調査ということでございます。 

 

河﨑平男委員 そういった中で、この事業の国庫補助事業ということでありま

すが、いつ頃まで申請して交付決定の内示を受けて、いつからいつまで
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やられるという考えはありますか。 

 

矢野観光課長 地方創生推進交付金事業ということで、企画課主導で国等と相

談等々しておるところですが、１月に申請を既に済ませておりまして、

順調であれば４月に採択となることが聞こえてきておりますので、その

採択をもって速やかにプロポーザルで業者選定を考えておりますが、公

示など業者の選定、契約になるべく早い段階で至りたいなと思っていま

す。一つは調査期間をなるべく長くとりたいというのがありますので、

速やかにということを念頭に置いておるところです。 

 

河﨑平男委員 そういった中で、文化財関係のものが本市には日本一、準日本

一のものがたくさんあります。そういったものはどのように抽出されて、

職員、教育委員会も含めてどのような関わりをされますか。 

 

矢野観光課長 本事業につきましては、焼野海岸を中心にということが、一般

質問等々でお答えをさせていただいておるところです。焼野海岸一帯、

竜王山それから本山岬等々含めて、エリアを形成しているというように

考えておりまして、そこは重点地域としてかなりのポテンシャルを持っ

ていると考えております。市内には、河﨑委員が言われていましたよう

に、文化財それから江汐公園、セメント関連遺跡、寝太郎伝説等々が残

る厚狭地域、それから観光農園等々ございます埴生地域というところで

ポテンシャルを持っている地域というのはたくさんあろうかと思います。

文化財のその一つでありまして、本事業におきましては可能な限り、調

査範囲というものは地域全体に広げていきたいなと思っております。そ

の中に文化財というものも、当然何点かは調査対象区域として入れたい

なというのは考えておるところでございます。 

 

藤岡修美委員 地域資源の洗い出し、今、矢野課長が結構言われましたが、コ

ンサルにかけることでそれ以上に新しいものが出てくる可能性というの

はありますか。 
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矢野観光課長 地域に住んで、暮らしている人間には気付かないものであった

りとか、昨今インスタグラムとか、そういったＳＮＳの発達によって、

こういうものかというところがクローズアップされたりというところも

ありますので、そういったところも発掘できればなという期待はもちろ

ん込めております。 

 

藤岡修美委員 なかなか苦しそうでしたけれど、期待値が余り湧かないような、

しっかりもう市のほうで分析しておられるような気がします。それと長

門市に星野リゾートが入られて、あの地域のまちづくりを進められると

いうことで動いておられますけども、具体的にこのプロポーザルに参加

する業者というのは、例えば電通とか、博報堂とかその手との類いの業

者になりますか。 

 

矢野観光課長 想定している業者としましては、こういった観光の調査やコン

サルティングに携わったことのある事業所を考えておりまして、旅行関

係の事業所あるいは市で言いますと総合計画とか、そういったことを作

成したことがある業者であれば、策定は可能かなと思っておりまして、

特に今言われたリゾート開発とか、そういったところを特定するもので

はないかなとは考えております。 

 

中岡英二委員 この調査事業の中でヒアリング調査というものがありますが、

これには具体的に地域住民とか自治会長辺りは参加されますか。 

 

矢野観光課長 最終的な決定については、プロポーザルの提案の中でそういっ

た提案をということで考えておりますが、観光地のある事業所であった

りとか、あるいは農産品の事業所であったりとか、当然来訪者のヒアリ

ング等々も考えておるところです。 

 

岡山明副分科会長 あくまでも調査委託という形になっていますが、大事なそ
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ういう６２０万円を生かせるかどうか今後不安を感じています。その辺

の方向性というのはある程度考えられていますか。 

 

矢野観光課長 戦略的に推進していくに当たっては、本市のポテンシャル、現

状等々の把握、それからどういったものを一般の観光消費者が求めてい

るか、そういったものをきちっと把握した上で戦略的に構築して進めて

いく必要があろうかと思っておりますので、本事業においてそういった

ものを再度しっかりと正確なものとして認識した上で、どういった政策

が有効なのかというものを考えた上で、委託業者からはある程度の提言

等々いただきながら、次年度以降施策の展開を図っていきたいなと考え

ております。 

 

岡山明副分科会長 ヒアリングの調査は来訪者、周辺の生産者、流通とかいろ

いろな形がありますが、どのような人数的数値を目標として掲げるのか。

例えば江汐公園とかは来訪者がいらっしゃいますし、江汐公園と本山で

は人数が違うので、そういう意味で場所によってある程度人数の数値目

標を市から委託業者にお願いすることはありますか。 

 

矢野観光課長 事業者に対するヒアリングの数というのはありませんが、来訪

者等々に対してするヒアリングについては、有効な標本数になり得る数

値というのが、基準として決まっておりますので、それはその数値をク

リアするようにということは伝えようかと思っています。今その数字が

何標本なのかというところは、ちょっと頭の中に入っておりません。申

し訳ありません。 

 

岡山明副分科会長 では、ヒアリングの調査の中にアンケートのような形の掌

握ということもあり得る、ある程度、委託業者にこれは任せるという状

況になりますか。 

 

矢野観光課長 アンケートの調査内容につきましても、観光調査が全国的に行
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われているということもありますので、そこと全く違う指標をとるとい

うのもいかがなものかと思います。標準的なものにプラスして市独自の

ものがとれないかなというところは、選定させていただいた業者と詰め

ていくことになろうかなと考えております。 

 

岡山明副分科会長 委託はプロポーザルになると思いますし、業者もそれなり

にいると思いますが、県内１３市の中である同じような観光プロモーシ

ョンに関しての委託をしているところはありますか。 

 

矢野観光課長 はっきりと把握はしておりませんが、隣の宇部市につきまして

は、昨年度からこういった調査事業を実施していらっしゃいます。それ

から、他市におかれましても、いろいろな業者がこの予算を見て名刺の

御挨拶とか来られますが、その中では実績として実際にここをやってい

るとか、ここで手を挙げて参加したとかいう業者はいらっしゃいますの

で、かなり多くの自治体でされているかと思っております。 

 

中村博行分科会長 そうすると観光ビジョン、それから観光アクションプラン

もこれに当然関わってくるということで理解してよろしいですか。 

 

矢野観光課長 現在策定しております観光振興ビジョン、アクションプランに

つきましては、３１年度までの事業になっておりますので、３０年度で

こういった事業で調査をして、３１年度であり方について再検討した上

でということで、年次的には考えておるところでございます。 

 

中村博行分科会長 そうですね。せっかくいいものをつくられたわけですから

ね。よろしいでしょうか（「なし」と呼ぶ者あり）それでは７款の審査

事業は全て終わりましたので、予算書のほう、２１４ページから２２３

ページまでありますので、まず２１４、２１５ページの中でお願いしま

す。 
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河﨑平男委員 商工総務費２２４万７,０００円増えておりますが、この主な要

因は何ですか。 

 

白石商工労働課長 主な要因は、２９年度の職員が５名でございまして、この

たび６名ということで１名増による人件費の増でございます。 

 

河﨑平男委員 この商工総務費でありますが、１億８,２９９万９,０００円、

この７割がバス路線維持費補助金でありますよね。そういった中で、公

共交通でもありますバス事業者、人口減とか、人口減社会になって収益

も上がらず、またこれからも上がらないと思います。運転手も高齢化等

によって人材不足等もありますし経営が大変なバス事業者でありますが、

今後どのように考えていかれるかお聞きいたします。 

 

白石商工労働課長 公共交通につきましては、市民の生活の足ということでご

ざいますので、これから高齢者等が増えていく中で、是非とも継続して

いかなければいけないものだと思っております。それにつきまして、長

く続けていくということに関しましては、当然効率化、経営の改善等も

ありますし、路線等の見直し、時代のニーズにあったものの中で、バス

路線をデマンドとか、ほかものにするのかとか、本数とか、総合的に考

えていって、長く続けていけるような公共交通体制にしていきたいと思

っております。 

 

河﨑平男委員 例えば事業廃止等の関係で、官民一体となったものはどういう

考えを持たれていますか。 

 

白石商工労働課長 まず、乗っていただくということが継続の条件と思います

ので、事業計画の中でもモビリティマネジメントというのを掲げており

ますが、市民の方に１回でも多く乗っていただくような活動、啓発、そ

の辺りを進めていきたいと思っております。 
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中村博行分科会長 先ほど１名増というお話がありましたが、これは先ほど部

長から言われた体制強化のための１名増だと考えていいですか。 

 

白石商工労働課長 済みません。基本的に人件費につきましては、ちょっと違

っておるかもしれません。私の認識では２９年度の職員数で算定されて

いると思っておりますので、人事異動、内示等も出ておりませんが、今

後増員等になれば当然補正での対応ということになるのかなと思ってお

ります。 

 

中村博行分科会長 それでは２１６、２１７ページ。  

 

河﨑平男委員 ここも予算の関係でお聞きしますが、４,３２０万２,０００円

ほど減額になっております。この要因は何ですか。 

 

白石商工労働課長 主なものが工場設置奨励金の関係です。これにつきまして

は、工場設置奨励金分が２,５９７万４,０００円、これは３年間固定資

産税減額ということで、大口の企業が二つ３年目を迎えられてなくなっ

たということが大きなものです。それと用地取得奨励金、これは創業後

６か月後の年度内で払うということで、昨年度はサン工業が創業してお

りまして５,０００万ほどありましたが、今年度は予算計上していないと

いうことです。それと雇用奨励金が１００万。それとまた増えるほうで

ございますが、先ほど御説明いたしました理科大の定住券が２,１１０万

３,０００円、創業支援関係で４６０万円の増をプラマイいたしまして大

体この金額４,３００万になると思います。 

 

河﨑平男委員 ２１７ページのＪＲ美祢線利用促進協議会負担金１３０万、Ｊ

Ｒ小野田線利用促進協議会補助金３０万、両方とも重要と考えますが、

この金額の違いは何ですか。 

 

白石商工労働課長 ＪＲ美祢線利用促進協議会につきましては、長門市、美祢
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市、山陽小野田市、３市で構成しておりまして、そちらの事業に対する

補助金ということで、営業キロ数も長いですし、ＪＲ小野田線につきま

しては主に生活交通ということの団体利用とか、あと定期券とか回数券

とかの利用に対する補助事業がメインでございますが、美祢線について

は観光事業等、別の事業等もございますので、根本的に枠が大きいとい

うことでの金額の違いです。 

 

中村博行分科会長 ２１６、２１７ページ、ありますか。 

 

藤岡修美委員 １３節の委託料で、光ファイバーの設置委託料、これは工業団

地、インターネット環境の整備と考えていいですか。 

 

白石商工労働課長 小野田楠企業団地の企業進出に伴いまして、光ファイバー

網が整備されておりませんので、進出企業が決まるごとに幹線部分につ

きまして、市のほうの負担でしているところです。 

 

中村博行分科会長 その辺りはインフラ整備が非常に重要になってくると思い

ます。では２１８、２１９ページにいきます。 

 

河﨑平男委員 補助金の項で、電源地域振興センター負担金、この関係であり

ますけど、電源立地の基金条例が廃止に伴いますよね。そういった中で、

この負担金というのは予算が必要ですか。 

 

山本商工労働課課長補佐 これにつきましては、財団法人で電源地域振興セン

ターというところがありまして、主に市町に電源施設があるような自治

体が加盟できるような団体ですが、このたび企業誘致の増資、強化とい

うことでこの団体のほうに企業誘致を支援するようなサービスがござい

まして、当市も小野田楠企業団地がありますので、ＰＲに強化しようと

いうことで、この団体の事業を活用させていただきたいということで、

負担金として３０万円計上しているものです。 
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岡山明副分科会長 もうちょっと分かるように説明していただけますか。 

 

山本商工労働課課長補佐 これは全国的な組織ですが、電源地域振興センター

というところがありまして、その中で企業誘致をサービスするような事

業があります。当市も電力を供給する事業者がありますので、加盟でき

る条件でありますけども、そのセンターの企業誘致のサービスを来年度

活用させていただいて、企業誘致の強化を図りたいということで、それ

に伴う負担金です。 

 

中村博行分科会長 よろしいですか。２２０、２２１ページ。 

 

河﨑平男委員 ここも観光宣伝費、総合計画ではシティセールスという取組で

重要課題になっておりますが、ここの２０８万１,０００円減額になって

いるのは主に何ですか。 

 

矢野観光課長 機構改革、そして組織再編で人件費が昨年度は３人計上してお

りました。こちらが２名ということで、この２節、３節、４節で、おお

よそ９００万円余りの減となっております。逆に、その事業費、物件費

等で見ますと、７００万円余りの増となっております。主なものといた

しましては、先ほど個別事業で御説明を申し上げました１３節の観光プ

ロモーション調査事業、それから需用費の印刷製本費、そして１８節備

品購入費の６２万６,０００円、そして１９節の山陽小野田観光協会への

補助金がプラス６０万円ということで、主なものを申し上げましたが、

事業費としては７００万円余りの増ということになっておるところです。 

 

河﨑平男委員 それとこの観光宣伝の中にインバウンドという言葉が総合計画

に出てきますが、インバウンドの施策はどのように取り組んでいますか。 

 

矢野観光課長 予算といたしましては、２２３ページ、１９節の山口県国際観
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光推進協議会負担金で２０万円というものになってまいります。 

 

中村博行分科会長 それでは、２２２、２２３ページ。 

 

河﨑平男委員 ここでも、県央、県域との観光事業はどのようになっています

か。 

 

矢野観光課長 事業としては、県央として二つの大きな事業をしていくことに

なりますが、一つは２２１ページ、９節の普通旅費１９万６,０００円の

うち１０万円が県央の連携に関するものです。もう一つが１１節需用費

の中の消耗品費２１万４,０００円の中で、１０万円が県央の連携に関す

るものの予算となります。 

 

中村博行分科会長 それでは商工費全般でありますか。よろしいですね（「な

し」と呼ぶ者あり）それでは７款商工費は全て審査を終わります（発言

する者あり）ちょっとお待ちください。 

 

白石商工労働課長 大学生の定住券の３万円分の根拠のところでプレミアム商

品券を参考にという答弁をさせていただきましたが、販売方法といたし

ましては、当初はがき方式で一人１セット、２回目につきましては５セ

ットまでということでして、３万円という売り方をしておりませんでし

た。それで３万円の根拠といたしましては、最高５セット、５万円とい

う中で、学生は一人世帯が多いと思いますので、その辺りを考慮して３

万円という金額に決めさせていただいたということです。 

 

中村博行分科会長  余計分からなくなった。先ほど説明あったので、もうそれ

で十分だと思います。ありがとうございました。それでは７款商工費は

全て審査を終わりました。職員の入替えがありますので少しお待ちくだ

さい。 
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（職員入替え） 

 

中村博行分科会長 続きまして６款農業水産業費で審査事業がありますので、

資料の３５番、１４５ページ、梶漁港整備工事について説明を求めます。 

 

髙橋産業振興部次長 それではナンバー３５番、梶漁港浚渫
しゅんせつ

事業について御説

明いたします。１４７ページの図面を御覧ください。梶漁港は平成４年

に整備を終えた完成港です。泊地や航路の浚渫
しゅんせつ

については、昭和５４年

と平成元年に行っていますが、梶漁港は、厚狭川の河口部に当たること

から、地形上、土砂が堆積しやすく、干潮時には漁船が出入港できない

状況が続いていました。汐の干満による操業時間の制約は、漁業者の所

得にも大きく影響します。漁港の安全性の向上や働きやすい就労環境の

実現に加え、水産物の安定供給、漁業就業者の減少抑制の観点からも、

港内の浚渫
しゅんせつ

を行うものです。事業費は、１，０００万円で、市費を財源

として、荷さばき所側の３，６００㎡について浚渫
しゅんせつ

を行うこととしてい

ます。施工に当たっては、漁業関係者と十分協議の上、実施してまいり

ます。以上で、説明を終わります。 

 

中村博行分科会長 それでは、説明が終わりましたので、質疑を求めます。 

 

河﨑平男委員 厚狭漁協の漁業者は現在何人で、漁業活動を何人でやられてい

ますか。 

 

山﨑農林水産課技監 漁港を利用する漁業者ということで、組合員は梶漁港、

山口漁協厚狭支店になりますが、組合数２７人です。 

 

中村博行分科会長 組合員のトータルがという意味ですね。漁業を実際にされ

ている方の実数は分かりますか。 

 

和田農林水産課水産係長 梶漁港の経営帯数につきましては９世帯です。 
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河﨑平男委員 そういった中で、９世帯で取扱量、取扱高はどのくらい挙がっ

ていますか。 

 

和田農林水産課水産係長 梶漁港の２８年の陸揚量としましては７.２トン。お

金のほうが約４００万円です。 

 

河﨑平男委員 この埋め工事をされる業者というのは何社ありますか。 

 

山﨑農林水産課技監 平成３０年度は土木の一式工事ということで金額的に決

定してもらえていますが、３０年度については陸上施工ということで、

海上ではなく陸上から機械、陸上機械のクローラークレーンとかで作業

をしていくということから、土木一式工事になります。 

 

中村博行分科会長 それは、私が以前一般質問で提案した形で、結局平成３０

年浚渫
しゅんせつ

の下の部分、西側にありますが、ここから長いアームのショベル

カーで掘削していくという方式ですか。 

 

山﨑農林水産課技監 そうです。 

 

中村博行分科会長 ということは、提案を受けられたみたいな形で捉えてもい

いですか。 

 

髙橋産業振興部次長 御指摘いただきまして、今回反映したということでござ

います。先ほど、河﨑委員の御質問ございました海上工事になりますと、

現在５社が該当しているということを聞いております。 

 

中村博行分科会長 ３１年度以降の計画によると、もうそれが海上のほうにな

るということですか。 
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髙橋産業振興部次長 図面を見て、御覧いただきますように港内、泊地全てを

浚渫
しゅんせつ

するというところには至っておりません。３０年度陸上からの施工

をしまして、そういった施工の効果であるとか、そういったものも検証

する必要があるのではなかろうかということです。また３１年度につき

ましては現在、みおになる部分ですが、そちらのほうの海上の施工に移

っていきたいという考え方をしておるところです。いずれにしましても

そういった状況等も見ていきながら、事業を進めていくようになろうか

と思います。 

 

河﨑平男委員 この浚渫
しゅんせつ

は２年でやられると思いますが、掘削は何メーターぐ

らい掘られるのですか。 

 

山﨑農林水産課技監 今積算で考えているのは今の現況の水深から１メーター

ということで考えております。 

 

中村博行分科会長 実は、１メートルくらいだったらすぐに埋まってしまうと

いう現状を地元の方からお聞きしています。最低３メートルはしなけれ

ば駄目だろうということです。そうしなければ、泊地になっていますが、

周辺の土砂がすぐ入り込んできて何をしたのか分からないような形にな

るので、実は３メートルぐらいは掘ってほしいということです。それに

ついては、この幅がありますよね。南北。面積で３,６００平米になって

いますけども、この幅を縮めてでも３メートルくらいやってもらったほ

うがいいというようなお話を聞いております。 

 

髙橋産業振興部次長 その辺りは、先ほど申しましたように漁協としっかりと

話をして、最悪の場合は今、御指摘いただきましたように幅が短くなる

という可能性もございますが、しっかりと協議をして進めてまいりたい

と思っております。 

 

中村博行分科会長 これについては、この事業が上がった時点で地元の方とも
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お話をさせていただいた中で、実はその事業の北側になる部分ですが、

東側にある泊地の部分に近い部分で、定いかりというのがずっとあるそ

うです。これがずっとあるので、多分邪魔になりはしないかというお話

を聞いています。それについては、地元の漁業者が総出で、自分たちで

やってもいいよというくらいの気持ちを持っていらっしゃるので、それ

辺は考慮して、しっかりお話を聞いていただいたほうがいいかと思いま

す。また、浚渫
しゅんせつ

された土砂、泥土はこの周辺に置かれるということです

か。 

 

髙橋産業振興部次長 浚渫
しゅんせつ

土につきましては、その漁港の用地に仮置きをする

こととなります。先ほど言われました組合の皆様方のそういった御意見

をいただいておるということで、大変期待をされていると、こちらのほ

うも重々感じておりますので、その辺りは抜かりのないように進めてい

きたいと思っております。 

 

中村博行分科会長 本当に期待をされていまして、もう首を長く待っておられ

た事業なので、地元としても非常に協力体制で臨みたいというお話があ

りましたので、お伝えしておきます。また、それに伴ってこの事業が採

択されそうだという話が結構広まっているなと思いました。それもちょ

っと驚いていいますが、以前に浚渫
しゅんせつ

されたときは８０％ぐらい漁業者、

ノリ業者でたくさんいたから、全く問題はなかったけども、今回は漁業

者以外の方への説明も必要じゃないかと思います。というのが、この周

辺に浚渫
しゅんせつ

土を積み重ねますと、異様な臭いが漂うそうです。前回もそう

だったらしいです。そうすると、漁業者以外の方にも若干我慢してほし

いなという思いを持っておられるので、その辺の説明も十分していかれ

ないといけないというお話を聞いております。それから、もう１点、３

１年浚渫
しゅんせつ

、Ａ３,４００平米というこの航路みたいな、それから点々に

なった航路の出た少し先ぐらいが非常に浅瀬になっているということで、

これも考慮くださいということです。というのが、ここにちょうど東防

波堤というのがずっとありますよね。そのそばを大河川というか、大河
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からの川、そしてこれによりますと上のほう東部分に沖開作があります

よね、沖開作のポンプ場からの排水を含めて、あそこの辺り防波堤に先

になりますが、その航路のところが非常に浅瀬になるような状況がある

ということで、これも考慮していただきたいというようなお話を聞いて

おりますので、先の計画になると思いますが、その辺を酌んでいただき

たいと思います。地元への相談、説明会というのはしっかりしていただ

きたいと思いますけども、そういった計画についてはどのような予定で

いらっしゃいますか。 

 

髙橋産業振興部次長 事前に漁協のほうには、お話をちょっとさせていただい

たところではありますが、当然、そういった今さまざまな御意見を委員

長のほうからお聞きしましたので、当然きちんとした対応をしてまいり

たいと思っております。発注時期等もございますし、そういったものの

調整も含めてしっかと対応していきたいと考えております。 

 

河﨑平男委員 この漁港というのは、市の施設ですよね。市の施設ということ

は、当然浚渫
しゅんせつ

をやらなければならない。そういった中で、漁協と契約と

いうものは結ばれていますか。 

 

髙橋産業振興部次長 基本的にこちらは山陽小野田市が管理するべき漁港でご

ざいます。遊漁船がこの梶漁港のほうに数隻ございますので、そちらに

関する管理の委託というものは漁協と委託契約を結んでいるという状況

はございます。 

 

中村博行分科会長 維持管理についてはないということですね。 

 

河﨑平男委員 隣の高泊漁港がありますよね。当然、本来なら浚渫
しゅんせつ

しなければ

いけないのは、梶と一緒じゃないですか。ここの隣にある漁港の浚渫
しゅんせつ

は

やられないのですか。 
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山﨑農林水産課技監 高泊漁港についても、厚狭川の河口に左岸側と右岸側と

いうことで位置していますが、漁業形態として高泊のほうはノリの養殖

業が主となるために、潮の干満差による出入りということで、今のとこ

ろ出入港への影響が少ないということで、浚渫
しゅんせつ

の予定は今のところあり

ません。今のところ、漁協なりから浚渫
しゅんせつ

の要望は受けておりません。 

 

岡山明副分科会長 梶漁港を使っている船舶は実際に何隻くらい実際使ってお

られますか。 

 

髙橋産業振興部次長 ２８年度の港勢調査というのがございますが、登録漁船、

利用漁船ともに３３隻です。 

 

岡山明副分科会長 ３３隻全てが今回の浚渫
しゅんせつ

の対象航路の中に十分に出入り

できる状況ですか。 

 

髙橋産業振興部次長 今回の浚渫
しゅんせつ

によりまして、幅は少し狭くなるかもしれな

いけど、深さはとってくれという御意見もいただいておるところで、そ

ういうことを対応すれば、その３３隻の利用の出入港ということも可能

となるということで、御理解ください。 

 

岡山明副分科会長 それと泊地に関しては真っすぐだけですよね。これは、満

潮、干潮関わらず船舶が水につかっているという状況ですか。 

 

髙橋産業振興部次長 また、現地のほうにも御覧いただきたいとは思いますが、

船が座った状態がございます。水がなくて、船が座るという状況がござ

います。 

 

岡山明副分科会長 いろいろ自分たちの仕事に関わる状況の中で、干潮以外の

ときには出入りできる、漁業の操業に関しての影響が最小限に抑えられ

たという状況は、この浚渫
しゅんせつ

によって生まれてきますか。 
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髙橋産業振興部次長 そういった状況を解消しようとする浚渫
しゅんせつ

事業でござい

ます。就労時間の延長であるとか、あるいは水揚げ量の増であるとか、

そういったものに寄与することを考えております。 

 

岡山明副分科会長 やはり工事期間に対して陸のほうからやったときに、ほか

の操業に出る船等に影響が出るかどうかということがどうかと思います。

その辺は陸からとってという状況である以上は、漁場に出る船に関して

工事に対する影響はないという形になりますか。 

 

髙橋産業振興部次長 入札して施工にする、工事にかかるというときの状況で

ございますが、その辺りは事前に漁協ともお話をして、極力影響が出な

いような形で、当然、船を移動していただくということも出てまいりま

すので、その辺りを今後しっかりと協議をしていくということです。 

 

岡山明副分科会長 それと、梶漁港は１回目が昭和５４年に浚渫
しゅんせつ

していますよ

ね。次が平成元年ということで、この間１０年間ですよね。次は平成元

年から今年３０年ですから、片や１０年間、片や３０年間。なぜ３０年

と１０年の違いがあるのかちょっと分かりません。 

 

髙橋産業振興部次長 梶漁港につきましては、平成４年まで国の事業を使いま

して改修工事をしておりました。その平成４年までの間に、昭和５４年

あるいは平成元年にその事業を使って浚渫
しゅんせつ

をしたという経緯がござい

ます。平成４年に整備を終えた完成港ということで、そういった補助事

業による対応というのがかなわなかったということで、この間、３０年

皆様方に御辛抱いただきました。今回の事業につきましても、市の単独

事業ということで、少しでも皆さん方の期待にお答えできるような形で

新規事業として計上させていただいたというところです。 

 

中村博行分科会長 大英断をいただいたと理解いたします。 



55 

 

 

岡山明副分科会長 では別の形でいくと泊地と航路、この二つをそれぞれされ

ていますよね。先ほどもお話ありましたように、今回は泊地の部分を主

にやるということで、航路の部分に関しては、前回、前々回は両方やっ

たような話みたいですけど、じゃあなぜ今回、泊地だけでとまって、航

路のほうまでいっていない。先ほど、航路どうも浅いところがあるみた

いな状況ですから、予算の話もあるでしょうけど航路のほうもなぜ一緒

に付随してしなかったかというのは何か理由がありますか。 

 

髙橋産業振興部次長 御指摘のとおり予算の範囲以内でということで御理解い

ただければと思っております。 

 

岡山明副分科会長 今は予算がないということで、それは今後の課題になると

思いますが、泊地側の浚渫
しゅんせつ

と航路側の浚渫
しゅんせつ

で金額のバランスはどうな

っていますか。 

 

髙橋産業振興部次長 概算ではございますが、陸上から施工すれば約３,０００

円を切るぐらい、海上施工にすれば約６,０００円近く掛かるのではない

かという概算の見込みをしております。 

 

岡山明副分科会長 今、３,０００と６,０００万、倍の価格という話をされま

した。泊地に関しては３,０００万というのは、これ全部陸から浚渫
しゅんせつ

す

るという金額ですか。 

 

山﨑農林水産課技監 来年度の分については、陸上作業ということですけども、

３１年度については位置図にあるとおり、中心部分になるのでこちらの

ほうは海上ということで、船舶浚渫
しゅんせつ

船になるのか、起重機船ということ

になりますが、そういったような海上作業を伴う工事ということで、３

１年と３０年度は若干違うというようなことになります。 

 



56 

 

岡山明副分科会長 そういうことで予算的にも今年は陸上で１,０００万、来年

は海上でやるから２,０００万、やはり倍のお金が掛かるという状況で、

航路に関しては見積り予算でどのぐらいになりますか。 

 

髙橋産業振興部次長 私が先ほど申し上げたのに単位が抜けていたかもしれま

せんので、１立米当たりで陸上の施工が約３,０００円掛かっています。

海上の施工の場合が１立米当たりで約６,０００円掛かっているという

ことです。そういったボリューム等の体積によって、予算の範囲内で施

工していきたいということです。３０年度につきましては荷さばき所の

ほうから、そういった陸上用の施工機械で施工して、それから中に入れ

ば当然そういった陸上機械が利用できませんので、海上での作業をして

いくということで、予算的にも３０年に１,０００万、３１年に２,００

０万という予算を見込んでいるということです。 

 

岡山明副分科会長 例えば航路を今後やるとなると、予算金額がどのくらいに

なるかということをお聞きしたい。２回もうやっていますから、その辺

で大体出ると思いますが、泊地が３,０００万であれば、倍の６,０００

万ぐらい掛かるとか、そういう金額的ベースで確認したい。 

 

髙橋産業振興部次長 御質問等をいただいたときに用意をしていたのですが、

今手元に持っておりません。億単位で掛かるというような記憶をしてい

るというところでちょっと御理解いただいたらと思います。 

 

藤岡修美委員 今、立米当たりの単価を言われて、普通浚渫
しゅんせつ

土は１年仮置きし

て乾かしてどこかに持っていくその処分費は含んでいますか。 

 

山﨑農林水産課技監 今回は仮置きということで、浚渫
しゅんせつ

のみの金額です。捨て

土については、場内の仮置きまでです。 

 

藤岡修美委員 仮置きの状態でずっともう置かれるということですか。 
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髙橋産業振興部次長 水を切るという作業もございますので、そちらについて

何年掛かるかなというところはちょっとその泥の状況を見ながら処分さ

せていただきたい。ただ、先ほど御指摘いただきましたように、浚渫
しゅんせつ

土

砂はかなり臭いがするというのを、私も存じておりますので、そういっ

たものを含めて適切な時期に処分をしていくということになろうと思い

ます。 

 

中村博行分科会長 これについては、まだまだいろいろな御意見等、地元から

あるようですので、悪い意味じゃなくて非常に協力的で、協力をしてい

くからできるだけ十分な工事をしてほしいという気持ちだろうと思いま

すので、しっかり説明会等々やっていただきたいと思います。それでは、

この事業の審査を終えます。第６款農林水産業費１９６ページから見て

ください。まず、１９６、１９７から行きましょう。 

 

河﨑平男委員 ここも農業委員会費で２７０万増えておりますが、ここの要因

は何ですか。 

 

幡生農業委員会事務局長 増額については、主に人件費です。ただ、報酬につ

きましては、農業委員会の定数が昨年７月に改選がありました関係で、

３人増えて２８人になっておりますので、その増額はこの増額には含ま

れております。ですが増額については、全体的には人件費の増額という

ことでございます。 

 

河﨑平男委員 この農業委員会費でありますが、農地を農地以外に転用すると

いうのは農地法で規制されておりますよね。そういった中で、年間農地

の除外、それから転用、そういった農用地がどのくらい減っていますか。 

 

幡生農業委員会事務局長 農地転用につきましては、農地法の第４条、第５条、

それから現況証明といいまして、山林とか明らかに農地ではない地目上
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の農地というのがあります。それと、公共事業、農振除外、それから携

帯電話の鉄塔とか、そういうものもあります。そういう転用が平成２９

年は、全体で約５.８ヘクタール、２８年は約７.２ヘクタール、２７年

が約７.３ヘクタール程度あります。 

 

河﨑平男委員 そういった中で農用地がどんどん減っていますよね。減ってい

るということは宅地等が増えているという状況ですか。 

 

幡生農業委員会事務局長 転用ですと、転用目的がありますから、それに伴っ

て、農地以外のものになります。ただ、もう一つは、農地には遊休農地

というのがございまして、これにＢ分類という種類がございまして、も

う山林化しておる農地があるわけです。これについて、地目を変えて山

林にするというのも、これには含まれております。ですから、それらを

含めて転用面積ということになります。 

 

河﨑平男委員 農業委員会、農地最適化推進委員、荒廃農地等も調べられてお

ると思いますが、荒廃農地を調べて今後どのような形というか、計画に

持っていかれるのですか。 

 

幡生農業委員会事務局長 御案内のとおり、このたび農業委員会の制度が改正

をされまして、昨年の８月１日に農地利用最適化推進委員というのを設

置いたしたところでございます。市域を１４地区に分けて、各地区に１

人ずつ設置をしておるわけですが、本市のいわゆる荒廃農地、荒廃農地

というのが今２種類ございまして、１種類はＡ分類という荒廃農地でご

ざいまして、これは除草、抜根、造成などで基盤整備などを行ったら容

易に再生が可能な遊休農地のことです。そして、Ｂ分類というのがあり

まして、これは今さっき申しましたように山林化しているような農地の

ことです。毎年８月に推進委員が、農業委員も協力しますが、農地利用

状況調査というのを実施いたします。そうすると、新しくまた遊休農地

になった農地が出てくるわけですが、その遊休農地の所有者に対しまし
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ては、１１月末までに利用意向調査を実施するわけです。その利用意向

調査には、その遊休農地を今からどうされますかという設問があります。

農地に戻す、あるいは農地中間管理機構に登録をする。あるいは誰かに

貸して作ってもらう。それからその他というものもありますが、それで、

どれかに選択をしていただいて提出していただくことになるわけですが、

その利用の意向について、また次の年の利用状況調査で意向どおりにな

っているかという調査をします。中には、その意向どおりに実施されて

いない方もいらっしゃいます。この利用意向調査に回答をされない方も

いらっしゃいます。その方々を対象として、実はその遊休農地が１反以

上で、農道の水路もきちんと管理されているところでありましたら、今

課税強化といって、固定資産税を１.８倍増額する措置を講ずる、そうい

うことで遊休農地を解消していくということを現在実施しております。

昨年度、１件ほどそういう課税強化の対象になった農地がありました。

それから、あとは日常的に農業委員会のほうに農地相談などが寄せられ

ておるわけですが、この場合もその都度推進委員にその状況などを報告

して、いろいろと現地で活動していただいて、遊休農地の解消につなげ

ていってもらうということになります。それから、耕作放棄地の再生、

利用緊急対策交付金というのが今まではあったわけです。それからまた、

多面的機能直接支払交付金という制度もありまして、これを活用して今

まではさまざま遊休農地の解消ということも行われておりましたけれど

も、ちょっと今はこれが実は県が基金を積んでおったりすることもあっ

て、基金もなくなってきている状態で、次年度以降どうなるかというの

がはっきり分からない現状でございます。ですから、こういうのを活用

して解消するということがちょっと今は厳しい状況にはありますが、山

口県では数年前に周南市で放牧などによる遊休農地の解消なども行われ

ておりましたし、そういう先進地の事例というものも今から十分調査を

して、その荒廃農地の解消ということに努めていくとともに、やはり荒

廃農地が発生しないように耕作をもうやらない、できないという方に対

しては、これも推進委員等が積極的に動いて、新しい耕作者にそれをマ

ッチングしていくというようなこともしていく。それから行政とか、農
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地中間管理機構と連携を深めながら取組を進めていくということで、今

後はそういう形で遊休農地の解消ということにつなげてまいりたいと考

えておるところです。 

 

中村博行分科会長 それでは１２時過ぎましたので、ちょっと切りのいいとこ

ろまで行きたいと思います。この１目の農業委員会費、１９８、１９９

の上段まで、農業委員会費についての質疑があればお願いします。 

 

水津治委員 ４節の共済費の中の社会保険料は事業主負担分と思いますが、下

の臨時雇いの賃金の２３０万、この方が対象になると思います。それか

らすると社会保険料事業主負担分が半額相当価格になると思われますが、

ちょっと異常に社会保険料が多いかなという感じがします。どうでしょ

うか。 

 

幡生農業委員会事務局長 ちょっと人件費のことなので、これは臨時職員の社

会保険料のことになりますので、下の賃金につきましては、これは臨時

職員の賃金になりますので、それに関連したものです。 

 

古川副市長 今の御質問にお答えいたします。この社会保険料は、基本的に臨

時とか、任期付職員の社会保険料でございまして、共済組合負担金が正

規の職員の共済費になります。ですから、一般職給３人となっておりま

すが、正規もおりますし、再任用もおるということでこのような数字に

なっております。御理解ください。 

 

髙橋産業振興部次長 大変申し訳ございません。先ほど、岡山副委員長のほう

からお尋ねがございました梶漁港の浚渫
しゅんせつ

の関係で、航路につきましては

面積でいいますと３万２,０００平米、概算で約２億円の浚渫
しゅんせつ

費用が見

込まれております。 

 

岡山明副分科会長 今言った平米当たりは泊地とどのくらい違いますか。 
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髙橋産業振興部次長 ちなみに、泊地のほうは２万５,５００平米です。いずれ

も海上施工となりますので、約１億５,０００万程度でしょうか。単価的

には同じ単価が見込まれるということです。 

 

中村博行分科会長 よろしいでしょうか。それでは、午前中の審査を終えます。

午後は１３時５分から開始をしますので、御参集ください。それでは、

ここで休憩に入ります。 

 

午後０時５分休憩 

 

 

午後１時５分再開 

 

中村博行分科会長 それでは、休憩を閉じて産業建設分科会を続行します。予

算書の１９８、１９９ページの農業総務費から質疑を求めます。 

 

河﨑平男委員 農業総務費で１,２９３万３,０００円増えていますが、この主

な要因は何ですか。 

 

銭谷農林水産課主査 １３節委託料の調査設計委託料５００万円が増加してい

ますが、内容は山陽有線放送電話共同設置協会施設撤去事業の建て屋解

体の実施設計の委託料が増加しているのが主な原因です。残りの増は、

人件費で人員が４名から５名に増になったものです。 

 

中村博行分科会長 ２００から２０１ページの上段までが農業総務費ですから、

そこまでで。地方卸売市場について、最近もらった資料で合併前まで、

小野田市の時代に市場のほうから取引等、冊子になったものが議会に提

出されていたと聞きましたが、それがなくなった経緯は分かりますか。 
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平農林水産課農林係長 資料年報のことではないかと思います。以前は作成し

ていましたが、今は作成していません。なくなった原因はよく分かりま

せんが、経費的なものではないかと思います。冊子という形ではありま

せんが、実績というものはこちらにあります。ただ、以前のように冊子

という形で製本したものは現在作成していません。 

 

中村博行分科会長 市場はこれだけ注目を浴びるようになったわけですから、

そういった資料も委員会に出してもらえると審査するのに参考になると

いう気がしますので、要望しておきます。次に農業振興費について。 

 

河﨑平男委員 １億７４３万４,０００円減になっていますが、主な要因は何で

すか。 

 

平農林水産課農林係長 平成２９年度の当初予算で産地パワーアップ事業補助

金ということで１億１,５００万円計上していました。内容については、

グリーンハウスがねぎの集出荷施設を造る経費について補助するという

ものでしたが、この事業は平成３０年度ではありませんので、その事業

がなくなったことが減になった主な原因です。 

 

河﨑平男委員 農業振興整備計画の変更ですが、見直し等はどのようになって

いますか。 

 

平農林水産課農林係長 農振地域の整備計画ですが、平成３１年度と平成３２

年度において変更の整備をするということにしています。 

 

河﨑平男委員 ２か年でするということですね。人口動態とか経済状況の調査

をとられるということで理解していいですか。 

 

平農林水産課農林係長 そのとおりです。 
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岡山明副分科会長 ２０３ページの上、新規農業就業者定着推進事業補助金で、

定年退職した方が新たに農業に取り掛かったという場合は該当しないの

ですか。 

 

平農林水産課農林係長 これは、法人が新たに雇用した場合にその法人に対し

て補助するものです。個人の方が就業したということで出すことはあり

ません。 

 

中村博行分科会長 青年就農には当たりますか。 

 

平農林水産課農林係長 農業次世代人材投資資金という名前に変わっています

が、そちらに該当します。 

 

岡山明副分科会長 法人関係の支出ということですが、山陽小野田市の中に該

当する法人は幾つぐらいありますか。 

 

平農林水産課農林係長 平成３０年度の当初予算に計上しているものについて

は２法人、グリーンハウスと花の海です。 

 

岡山明副分科会長 個人の定年退職者の農業従事者に対する支援はありますか。 

 

平農林水産課農林係長 先ほど言いましたとおりで、農業次世代人材投資資金

というのが個人に対する補助になりますが、条件があり、原則４５歳ま

でなので、定年退職された方が農業を始められてもこの事業には該当し

ません。 

 

水津治委員 ２０１ページの１９節の負担金、補助及び交付金の中の農業管理

センター運営費補助金、この農業管理センターの役割はどういったこと

をされていますか。 
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平農林水産課農林係長 場所は２か所あり、小野田営農センター、厚狭営農セ

ンターです。機能としては、直接農業をしている方から相談を受けたり、

月に一回、関係機関、県、市等が集まって会議をしたりしています。 

 

岡山明副分科会長 新規就業者受入体制整備事業補助金は、どのようなもので

すか。 

 

平農林水産課農林係長 法人に対する補助で、法人が人を雇った場合に収益を

上げてその雇用を確保しなければいけないので、その収益を上げるため

にいろいろな施設、機械を整備する経費について補助するという内容の

事業です。 

 

岡山明副分科会長 新規農業就業者と新規就業者とこの二つで一つの組合せの

ような形ですか。 

 

髙橋産業振興部次長 回答になるかどうか分かりませんが、こちらは受入体制

の整備ということで、新規就業者を受け入れるために必要な機械である

とか、そういったものを法人が整備するために支援するというもので、

次世代人材育成は新しく農業を始める、農業経営をしていくという個人

に対する補助になりますので、その方が法人に入って一緒にセットとい

うことではなく、全く別事業として捉えてください。 

 

岡山明副分科会長 新規就業者受入体制について、昨年の予算にはなかったわ

けですね。 

 

平農林水産課農林係長 当初予算には計上していませんでしたが、２９年６月

に補正で計上しています。対象はグリーンハウスです。 

 

中岡英二委員 個人の方を法人化するような支援は具体的にとられていますか。

個人の方が法人化しやすいような支援体制はありますか。 
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髙橋産業振興部次長 現在、法人関係の支援としては、地域地区で営農をされ

ている方々、農事組合法人という形ですが、人と農地の関係を地域の方

で話をして、そこの地域で法人を作ってもらうという、そういった法人

を設立は近年増えているところではありますが、個人の方が独自に法人

化ということは最近では例がないのではないか、あくまでも個人の方が

認定農業者という形で農業経営をされる、その際にハウスの整備である

とか、そういったものを自らされて、経営されているのが実情かと思い

ます。 

 

岡山明副分科会長 今ちょっと答えが違うと思いました。法人に対してはいろ

いろな支援の形を取っているという状況の中で、個人を法人のように格

上げするような、そういう施策は何かあるかということを聞かれたと思

います。 

 

髙橋産業振興部次長 特に持ち合わせていません。 

 

中村博行分科会長 よろしいですか。２０２、２０３から２０４、２０５ペー

ジの上段まで。 

 

河﨑平男委員 農地総務費で８０８万７，０００円増になっていますが、この

主要因は何ですか。 

 

銭谷農林水産課主査 主に１９節の小規模土地改良事業が今年臨時分で９００

万円追加されております。 

 

河﨑平男委員 小規模土地改良事業助成金が増えたということですが、事業種

別でいうと何が多いですか、農道とか、水路とか、何が多いですか。 

 

銭谷農林水産課主査 件数は覚えていませんが、水路や農道もありますし、堰
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の改修もありますので、特にどれが多いというのはありません。大体同

じようにあります。 

 

河﨑平男委員 山陽地域は中山間地域の指針の作成がありますよね。そういっ

た中で中山間地域の指定のための有利である事業というのは何かありま

すか。 

 

銭谷農林水産課主査 山陽地区全体が中山間地域の指定ではなくて、中山間の

直接支払い制度という制度がございますが、これは中山間地域に指定さ

れている美祢市に隣接した集落に対して、条件を満たしたところに助成

金を支払う制度はあります。 

 

河﨑平男委員 山陽地域が、旧厚狭と埴生が統計上、中山間地域に指定されて

おりますよね。中山間地域として。その指針がある中で、何かこの農地

総務の中で事業をやられておりますかということですよ。有利な地域で

ありますので、何か取ってきたらできますので、県、国の事業等を持っ

てきたらできるじゃないですか。それはないのかということです。 

 

髙橋産業振興部次長 特に農林水産課の関係では、そういった事業メニューは

取り組んでいません。山陽総合事務所でそういった中山間地域の助成で

あるとかは、そちらで対応しているところです。 

 

水津治委員 ２０５ページの１９節の中に高千帆土地改良区補助金から始まっ

て、同じように後潟とか、古開作・永安台等の土地改良区の補助金があ

りますが、これは毎年継続して出される補助でしょうか。 

 

銭谷農林水産課主査 毎年継続して補助しております。中身は排水機場の維持

管理費と施設の償還金の補助となっております。金額的には償還金が減

っておりますので、減っていっております。 
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藤岡修美委員 １９節で多面的機能支払制度補助金がありますが、具体的には

どういったものですか。 

 

銭谷農林水産課主査 多面的機能支払制度は農業の持つ多面的機能、食糧生産

以外にも、農地が洪水や土砂崩れの防止をするといった治水をしたり、

それから自然環境の保全、ＣＯ２を減少させたり、美しい景観を形成す

るなどのさまざまな効能がありますので、それを保全していくために、

最近集落で草刈りや泥上げ等の共同活動ができにくくなっている環境が

ありますので、それを補助して、農地を守っていただく制度になってい

ます。面積に応じて補助しています。 

 

中村博行分科会長 対象地区はどのくらいありますか。 

 

銭谷農林水産課主査 １８組織あります。 

 

中村博行分科会長 増減はありますか。 

 

銭谷農林水産課主査 昨年は組織の合併がありましたので、前は２１組織あり

ました。３０年度から花の海の辺りの埴生干拓を中心に１組織増加する

予定です。 

 

河﨑平男委員 この支払制度の関係で、どのような形で現地に入っていますか。

ＰＲとか啓発活動は、どのようにされていますか。 

 

銭谷農林水産課主査 年度当初に地域の方に集まっていただいて、全体の説明

会をして、普及をしています。 

 

中村博行分科会長 地元負担がない事業だから、非常にいい事業だと思います。

次に５目、土地改良事業費。 
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河﨑平男委員 これも９０４万減になっています。これの主なものは何ですか。 

 

銭谷農林水産課主査 １９節の負担金、補助及び交付金の県事業負担金があり

ますが、これは各事業によって増減がありますが、差し引きでトータル

９００万円減になりますが、大きな減としては厚狭中排水機場のポンプ

の改修が終了したものです。 

 

中村博行分科会長 参考資料を説明してもらえますか。 

 

山﨑農林水産課技監 お手元にカラーでＡ３の図面があろうかと思います。こ

れが県営事業の位置図ということで記しています。左下に県事業負担金

一覧表ということで書いておりますが、表の中には排水機場、海岸保全

護岸、ほ場整備、ため池があります。上から申し上げます。１番の水利

施設整備、２番の水利施設整備ということで、１番が厚狭中排水機場、

２番が高千帆排水機場になります。これの市の負担割合が２５％ずつで

す。水利施設ということです。続きまして３番、ほ場整備事業。これが

後潟上ということで、図面上は３番、緑で示しています。市の負担金が

１２％になります。続きまして４番、５番が海岸保全施設整備事業にな

ります。４番が黒崎開作で、５番が松屋・埴生地区になります。図面上

で言いますと赤色で着色しております。これについての市の負担割合は

１０％です。６番についてはほ場整備で、後潟上と王喜東ということで、

緑色で着色しています。これも市の負担は１２％ということになります。

最後に７番後潟排水機場になりますが、水利施設整備事業で、括弧で書

いておりますが、農地耕作条件改善事業といたしまして、こちらは市の

負担が２０％となっております。 

 

中村博行分科会長 資料の説明が終わりましたので、その資料も含めて２０５

ページの上段までで、質疑がありますか。 

 

河﨑平男委員 危険ため池の整備の関係ですが、受益者とどのくらいの負担に
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なりますか。 

 

銭谷農林水産課主査 受益戸数は２２戸で負担は事業費から県の補助金を除い

た残りの２％。全体からいうと１％の負担になります。５万５，０００

円だったと思います。 

 

中村博行分科会長 県事業について、土木関係でこの資料とは関係ない厚狭川

の上流部分の激甚災害の関係の工事がずっとされていると思いますが、

瀬戸内海の優良な自然干潟に影響を及ぼしている可能性が非常に高いの

ではないかということです。近年トラフグとか、市が放流している部分

とか、そういった産卵地区になっているが非常にその影響を受けている

可能性があるということで、県事業で例えば川の上流等でされる場合、

下のほうにも影響を与えるといった説明が全くされていないので、その

辺も県のほうにしっかり要望してほしいという意見もあります。という

のが、瀬戸内海の梶沖、高泊、埴生、この辺りに非常に優良な干潟が、

学術的にも証明されています。しかし、近年そこが、厚狭川の上流の工

事によって、防災の意味でされているのは非常にいいことだと思うけれ

ども、下流のほうまで影響を与えている可能性があるというような説も

あるので、その辺やはり説明がいるのではなかろうかということで、そ

ういう意見があるということを県のほうにも言ってほしいということで

ありましたので、この際、お願いしておきます。そこまでよろしいです

か。それでは２０４ページの下段、土地改良事業費。２０６ページの上

段まで、いいですか。それでは２０６、２０７ページの２項の林業費、

１目林業総務費、次のページの全部、２項全般で。 

 

河﨑平男委員 市有林の関係です。木材に関する法律で公共施設の建築物に市

内産の木材を使うことになっておりますが、どのような計画で進められ

ていますか。 

 

平農林水産課農林係長 現在、公共施設に木材を使うという計画は、今のとこ
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ろありません。 

 

河﨑平男委員 以前、一般質問をしたときに使うということでありましたが、

それは無視されるのですか。化粧板とか、環境に優しいものを使うとい

うことでありましたよね、正反対のことではないですか。 

 

髙橋産業振興部次長 木材利用につきましては、利用に関する方針は定めてい

ます。公共施設に木材を利用しましょう、地産地消の意味も含めて使用

しましょうということはあります。現在、建物等の管理計画等を策定し

ているところですが、新たな建物についてというのは、なかなか管理計

画の中でも見込めないところがあります。とはいえ、更新の時期は来る

と思いますので、先ほど委員の御指摘がありました、建物の一部ででも、

腰板あるいは大きな柱というわけにはいかないかもしれませんが、部屋

の中の何がしかの部材には活用していただければということは農林水産

課では考えているところですが、なかなか実現に至っていないというの

が現状です。ただ、市有林の木材というのも、人工林というのも、利用

期は来ておりますので、これについての有効活用は是非図っていかなけ

ればいけないと考えているところですが、なかなかそれは実現に至って

いないというところで、大変残念なところもありますが、現在のところ、

特に利用するという形にはなっていないということです。 

 

河﨑平男委員 前回、化粧板とかに使うということで、複合施設も３１年、小

中一体型も３２年、そういうことがあって、なぜ使われないのですか。

化粧板とか使えるじゃないですか。そんな計画がないという、答弁と反

対じゃないですか。そんなことがあってもいいですか。 

 

髙橋産業振興部次長 たしか答弁がありましたのは市有林の木材を直接使用す

るとまでは言及されていなかったのではないかと記憶しています。ただ、

市としましても木材が搬出できるような作業道であるとか林道の整備は

しているところですが、木材を切り出した後の乾燥の期間であるとか、
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そういった年数等を考える中で、現在建て替え等が行われているところ

の使用は困難であるという判断はされているところです。ただいま建築

中の建物等にはかないませんが、先ほど申しました、今後の改修計画等

をしっかり事前に把握する中で、よく調整をして、可能な限り市有林の

木材が利用できる形は取っていきたいと考えています。 

 

河﨑平男委員 木材の管理計画はあるわけでしょ。公共建築物に使うというこ

とで。法律違反でしょ、それを破ったらいけないでしょう。極力使わな

いと。積極的に農林水産課が中心になって、連携を取ったら、使えるじ

ゃないの。何のための法律、整備計画ができているのか。 

 

髙橋産業振興部次長 十分に理解できることではありますし、我々の情報の共

有であるとか、協議がしっかりされていないというのは事実です。先ほ

ど申しましたように、管理計画とおっしゃいますのは、どういった樹種

で、どれだけのボリュームがあるというのは押さえているところですが、

それを活用するに至っていないということにつきましては、農林水産課

としても申し訳ないところであると思います。施設に木材を使うことに

よって、費用がかさむという点はあろうかと思いますが、そういった中

で、先ほど御指摘をいただきました部分的なものでも活用できるような、

利用できるような形というものは考えていかなければならないと反省し

ているところです。 

 

河﨑平男委員 教育委員会と協議したのか。 

 

髙橋産業振興部次長 国、県からも木材の利用の公共施設への活用は来ており

ますので、その都度情報提供はしておりますし、そういった協議はして

いるところですが、市有林を使うというところまでには至らなかったと

いうことでございます。 

 

河﨑平男委員 山口県産だったら市有林を使わなくても木材利用はできるでし
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ょう。まず、法律は木材を公共建築物に使うということでしょう。その

趣旨からすればできるでしょう。 

 

髙橋産業振興部次長 私が市に特化して発言しましたので、その辺りはおわび

します。教育委員会でも建築住宅課の職員と担当とお話をされながら、

県内産の木材利用を推進していくということに、木材利用の推進に関し

ては認識されていると思います。 

 

中村博行分科会長 厚陽の学校のときにも、その問題が上がりましたが、それ

からあまり活用に向けた動きがないということでの質問だったと思いま

す。この辺りは真摯に受け止めて、市有林の活用ということに、もう一

回、目を向けてほしいと思います。 

 

河﨑平男委員 林業振興に関して、竹に関する事業、発電する事業が入ってき

ていますが、そういうことの事業はどうなっていますか。竹の活用です。 

 

平農林水産課農林係長 竹の活用に関する事業ですが、平成３０年度の予算に

計上しているものの中では、そういったものはありません。 

 

岡山明副分科会長 １９節の有害鳥獣の二つ防護柵と捕獲とありますけど、防

護柵は昨年も２００万ですけど、２００万に対して幾ら使っているのか

掌握されていらっしゃれば確認したい。 

 

平農林水産課農林係長 予算２００万に対する支出額は現在５７万５，２００

円です。 

 

中村博行分科会長 これは２９年度の実績ですか。 

 

平農林水産課農林係長 ２９年度の現在の実績です。 
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岡山明副分科会長 昨年１００万ぐらいありませんでしたか。そうするとまた

半額近く落ち込んでいるという状況の中で、被害状況というのは防護柵

が少なくなったという状況ですから、被害も少なくなったということで

すか。 

 

髙橋産業振興部次長 残念ながら、平成２９年１２月末では被害は増えていま

す。ちなみに２８年度が１，３１６万７，０００円でしたが、２９年度

１２月末では１，８７０万６，０００円という被害額が出ている状況で

す。 

 

岡山明副分科会長 ５００万増えているわけですね。そういう状況の中で、設

置に対する補助費が少なくなっているという、本来これだけ有害鳥獣の

被害が出ているのであれば、設置する数が逆に増えるのではないかと思

っていました。１件について１０万ですかね。その１０万を１回使った

ら、その後、２年、３年たって古びても、補修するための新たな予算計

上はできないという状況はないですか。１年ごとに更新しようと思えば、

請求できれば、要請すれば請求できるという形になっていますか。 

 

髙橋産業振興部次長 毎年毎年更新するというよりも、今対応しておりますの

が、過去に設置し老朽化している、あるいは破損しているというものに

ついては対応しています。一昨年から始めた事業ですので、申請をされ

た方が同一箇所をまた申請されるということはありません。違うところ

に新しく設置されるという申込みはあろうかと思いますが、現在のとこ

ろは同じ箇所に同じ事業費を投資しているということはまだありません。 

 

岡山明副分科会長 一度設置すると、ここの予算で捕獲とかそういう枠に関し

てはだんだん先細りするようなイメージを受けました。そこはもう柵が

だめだという状況になれば、あとはもう捕獲しかないですよね。枠に関

しては先細りするという状況の中で、捕獲のほうの金額が変わっていな

いという状況になれば、被害が増えてくる可能性があるという考えの下
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で、捕獲のほうに予算を振り替えるという形の考え方はどうですか。 

 

髙橋産業振興部次長 おっしゃる意味はよく分かります。ただ、今後は老朽化

に伴う柵の更新が増えてくるのではないかと思っています。この設置自

体が小規模といいますか、広範囲ではないというところに問題があろう

かと思いますので、防護柵については広範囲での取組をせざるを得ない

というところもございます。今回の市の予算につきましては２戸以上で

あるとか、連たんしている農地であるとかという、かなり範囲が小さい

というところがございますので、大規模な形での県の事業等もございま

すので、そういった事業を使えば広範囲での防護柵の設置が可能な事業

メニューもございますので、そういったものも考えながら、うまく市の

事業とタイアップできればいいなということは考えております。もう一

点は有害鳥獣の捕獲に対するもの。小野田、山陽両地区の猟友会の方々

に頑張ってもらっているわけですが、こちらの費用についても例年並み

の予算を計上しています。皆さん方から奨励金であるとか、補助金の見

直しはどうなのかということはいただいているところですが、現在、見

直しの検討はしておりません。 

 

岡山明副分科会長 最後、「おりません」でしたね。私はいかがなものかと思

いました。「おります」と言ったら、「うん」と引き下がろうと思って

いましたが、「おりません」という状況でした。捕獲に関しても小野田

と厚狭という状況があるものですから、やはり若返りの状況の中で、あ

る程度高齢化は厚狭のほうが進んでいる状況なので、かえって小野田の

猟友会の方々のほうが平均年齢的には若いということがありますから、

その辺の交流で例えば山陽地区側の猟友会の中に、小野田の若手の猟友

会のメンバーがともども参加して、狩猟するという、捕獲をするような

ことを市のほうから進める形はないですか。 

 

髙橋産業振興部次長 山陽小野田市の二つの猟友会だけではなく、捕獲等にあ

たれば、周辺地域も含めた、広範囲での一斉捕獲も考えなくてはいけな
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いのかなという気はしています。日々の活動からすれば、それぞれ地の

利というのもございますし、周辺地域で活動されている皆さん方ですの

で、その周辺に関しては詳しいと思います。そういった交流の仕方、あ

るいは広域での取組については、広域の協議会等もございますので、そ

うした中でも情報発信なり、情報提供なりに努めたいと思っております。 

 

水津治委員 有害鳥獣防護柵について、国の事業を当市は何年か前に取り組ん

でおられて、相当年数が経過しているかと思います。そういった中で、

被害が増加しておりますので、当市においても国の事業をもう一度検討

され、過去利用された施設については老朽化していると思うし、ほかの

地域でも、これに取り組みたいというところがあると思いますので、も

う一度国の事業の再検討をお願いしたいと思います。 

 

髙橋産業振興部次長 一部県の事業を御紹介しましたが、そういった補助事業

も活用した中で、そうすれば広域での設置事業も対応できますので、そ

ういったものを地域の方々とお話を進めていく必要があろうと思ってい

ます。貴重な意見、ありがとうございます。 

 

中村博行分科会長 ２００万の事業ですが、使い勝手のいいものにしなければ、

せっかく２００万もあって、その半分も使われないような事業なら意味

をなさないと思いますので、その辺はしっかり研究してください。それ

では３項水産業費の全部で。 

 

河﨑平男委員 水産業総務費の増の主要因は何ですか。 

 

山﨑農林水産課技監 水産業総務費８１６万増の主要な要因ですが、１１節需

用費の修繕料について、西の浜排水機場の修繕ということで、老朽化に

よる不良部品の交換、修繕で増えています。 

 

河﨑平男委員 水産業管理業務ということですが、女性の参画ということで、
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水産基本法で女性が働くための環境整備とかすることになっております

が、本市はどのようなことをやられていますか。 

 

髙橋産業振興部次長 勉強不足で、今の御指摘に対し、申し上げることがあり

ません。 

 

岡山明副分科会長 ２１１ページの１４節の用地借上料は、どういった用途で

すか。 

 

和田農林水産課水産係長 漁民アパートの借地用地です。 

 

岡山明副分科会長 全てアパートから全部込みということですか。全部込みで

市と漁協が交わした契約の下の借地料という形ですか。 

 

和田農林水産課水産係長 そのとおりです。 

 

岡山明副分科会長 現在の進行状況はどうですか。毎年毎年上がってくる状況

ですから、アパート、その隣の借地とか、その辺の状況はどのような形

に進みつつありますか。それと同時に、借地ではありますが、土地の地

権者からの督促のような形で、何年までに出払っていただきたい、返還

していただきたいというのは地権者からあるのですか。 

 

髙橋産業振興部次長 地権者の方とはお話を以前から進めているところでござ

いまして、当初は３１年３月末で更地返還ということで動いておりまし

たが、その辺り、少し猶予をいただいているという状況です。いずれに

しましても、農林水産課としましても、地権者の要望に沿うように返還

をしていくという考えで進んでいるところでございます。農林水産課所

管の案件につきましては、漁協が間に入って、新たな建物を建てられて

いるという状況もございますので、特に漁協との連携というのは大事な

ことです。現在、未利用の建物等につきましては撤去していただくとい
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う方向性は、漁協と一緒に、共通の理解をしておりますので、そういっ

た使用者、借地人といいますか、利用されている方々への連絡はしてい

るところでございます。今後はそういった建物をどういうふうに更地に

もっていくのかというスケジュール的なものを、今漁協と一緒に考えて

いって、それを皆さん方に理解していただこうという状況で、少しずつ

ではありますが、前に進めているところです。 

 

河﨑平男委員 ２１３ページ、厚狭川の内水面漁協にはどのような支援をされ

ていますか。 

 

和田農林水産課水産係長 厚狭川の漁業組合については、年額２１万６,０００

円、繫殖保護事業補助金として２９年度助成しています。 

 

河﨑平男委員 ここは５４万円ですよね。厚狭川についてどのような種別でし

ていますか。 

 

髙橋産業振興部次長 ５４万円の内訳としては厚狭川の漁協協同組合が２１万

６,０００円、残りの３２万４,０００円は市内の４漁協に補助金として

支出しています。特に厚狭川については、年に一度小学生たちを招いて

鮎の放流等をされていますので、そういった事業に主に支出をしている

という状況です。残りの市内の４漁協についても種苗の購入費であると

か、そういったものの一部を４漁協に対して負担しているということで

す。 

 

水津治委員 漁業の経営体数が減少しているのは、高齢化と後継者不足にあろ

うと思いますが、もう一つは水揚げ、魚の捕れる量、これが非常に減っ

てきています。その中で埴生の漁師から、埴生は特に魚が住むような環

境にない、ヘドロが表面にたくさんあって、その中では魚が住めない、

そこでは漁ができない状況にあるといった中で漁師が自ら、水面下の地

表をかくはんするとか、そういった改善をしたいという話を聞いており、
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これには油代とか、日数とか、人手とかも掛かりします。そういった中

で、漁場の改善に向けての予算が組めないか、若しくはそういったこと

をされた漁師に補助ができないかと思っています。それについて、何か

考えがあればお願いします。 

 

髙橋産業振興部次長 テレビ等で、例えばあさりとかは耕さなければならない

というものを見たことがあります。埴生の地区もかつてはあさりが採れ

ていた時期もありましたが、全くヘドロ化しているという声も聞いてい

るところではありますが、現在のところ、特にそういった取組への予算

は計上していませんし、考えていないというのが現状です。 

 

藤岡修美委員 一時、ナルトビエイを駆除して、それを食品化するということ

がありましたが、あれはどうなりましたか。 

 

和田農林水産課水産係長 現在、ナルトビエイの駆除は行っていません。特に

最近は漁協に確認してもそれほど一時期ほどはないということでしたの

で、３０年度についてもナルトビエイの駆除は行いません。 

 

岡山明副分科会長 山陽小野田市としては、刈屋、高泊、埴生、梶の四つが漁

港として市が認定していますが、厚狭漁港というか、これの市としての

受け止め方はどうですか。厚狭漁協の女性会のようなものがある程度活

躍しているという状況の中で、市としてのどう考えているか確認したい。 

 

髙橋産業振興部次長 市内には四つの漁協、四つの支店があります。どれも組

合の方がおられますので、それぞれの立場で活躍いただいていると思い

ますし、特に梶については、今年度浚渫
しゅんせつ

を行って、操業時間の拡大とか、

就労に資するものとしての事業も考えているところです。どういう考え

方かということですが、どちらの支店がどうだということではなく、各

４支店が頑張っておられると思っています。 
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中村博行分科会長 ２１３ページまではいいですか。それでは６款の農林水産

業費の審査を終わります。１１款災害復旧費、２９４ページ。 

 

藤岡修美委員 鉱害復旧事業は年間どのぐらいありますか。 

 

銭谷農林水産課主査 ２９年度の実績で山陽地区４件、小野田地区２４件、合

計２８件を受け付けて、審査して鉱害に認定されたものは山陽地区２件

と小野田地区１２件、合計１４件が鉱害となりました。 

 

中村博行分科会長 具体的に説明してもらえますか。 

 

銭谷農林水産課主査 市民の方から連絡があり、田とか水路が突然陥没して丸

い穴が開いているという状況が発見されて、調査して鉱害の疑いがある

と担当のところに連絡して確認してもらっています。 

 

中村博行分科会長 ほかにありますか。どこで審査すればいいか戸惑ったとこ

ろがありましたので、副会長からお願いします。 

 

岡山明副分科会長 太陽光発電で、現在高千帆台の先に太陽光発電所というこ

とで工事が進んでいて、発電所という名前が付いていますが、住民から

何も話は聞いていないという状況で、山が削られてどんどん工事が進ん

でいます。市として設置条例などそういうもので、何かあったときに市

が住民を守るような設置条例、市の体制をとっているかという話があり

ました。 

 

髙橋産業振興部次長 その件については、山林の地域を伐採していくことに対

する林地開発、森林法に係る林地開発という許可が必要な案件だと思い

ます。その森林法に係る林地開発許可については、山口県が許認可事務

を持っています。その許認可を受ける際に市に意見照会がきます。それ

は林地の関係ですので、農林水産課に意見を求められてきます。そうし
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た中で、周辺地域への防災関係であるとか、交通安全であるとか、そう

いったものについては、是非とも指導してもらいたいという意見を付け

て県に返しているところではありますが、その時点では計画等が固まっ

ている段階で市のほうに下りてきますので。ただ、工事中のトラブル等

がありましたら、今の案件であれば農林水産課のほうを紹介していただ

いても結構ですし、開発行為自体は都市計画課で市の土地開発条例を持

っていますので、それに該当する案件でしたら、都市計画課が窓口にな

ります。それぞれの部署が連携して、地域住民の声には対応していると

いう体制はとっているところです。山林でしたら農林水産課、通常の開

発でしたら都市計画課にまず尋ねていただくということがよろしいと思

います。そこで関係部署と連携して現地を確認して適正な指導なり、対

応をしていくということになろうかと思います。 

 

岡山明副分科会長 土地の範囲で持っていくところが違うということですか。 

 

髙橋産業振興部次長 許認可業務をどこが行うかというのは、開発の中身によ

って変わってきますので、一概には言いにくいところはあるのかなと思

います。林地開発については県の許認可ですので、そういったことがあ

ればうちのほうから県のほうにも通報はします。ただ、山陽小野田市内

のことでしたら、それぞれ窓口となる部署が対応しているという状況で

す。 

 

岡山明副分科会長 工事が先行して進んでいる状況の中で、住民側としては見

ておくだけ。今後、高台に光るパネルが設置されて家がまぶしくなった

という、住民に被害が出ないように市を経由して業者にお願いができる

かどうか。 

 

髙橋産業振興部次長 そもそもそのような開発の許可が下りるには、利害関係

人との意見の調整というのは、前段に行われているという理解をしてい

ます。それがどのようになっているかは分かりませんが、こちらに相談
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に来ていただいたらと思います。 

 

岡山明副分科会長 地域住民に対する合意形成が図られていると、明文化され

ていますか。 

 

髙橋産業振興部次長 県のマニュアル等の中でうたわれているのではなかろう

かと思います、許認可権者のほうで。中身については分かりません。 

 

中村博行分科会長 それでは、一般会計予算決算産業建設分科会の審査を全て

終了します。 

 

 

午後２時１８分散会 

 

 

平成３０年３月１５日 

 

一般会計予算決算常任委員会産業建設分科会長 中 村 博 行 

 


